
 

 
 
 

  



 

 
  

〈用語解説について〉 

本文中に「＊」を表示した用語については、資料編「５．用語集」に解説を掲載しています。



 

ご あ い さ つ 

 
観音寺市は、温暖な気候とみどり豊かな山々、瀬戸内海の中央部に位

置し、豊かな漁場を有する燧灘、２km にわたる海岸が続く有明浜など

の自然に恵まれ、また、豊稔池堰堤、銭形砂絵、四国八十八ヶ所霊場な

ど、古くから受け継いできた歴史と文化が織りなす豊かな環境から成

り立っています。 

本市では、このような人々の暮らしを育んできた貴重な環境資源を

保全していくため、2009 年３月に「観音寺市環境基本計画」を策定し、

具体的な環境施策に取り組んでまいりました。 

 

しかし、近年では、国内外において気候変動による環境への影響が顕在化していることな

どを受け、社会経済活動と密接に関係している世界共通の課題として、環境政策に取り組ん

でいくことが求められています。 

また、本市では、2018 年３月に「第２次観音寺市総合振興計画」を策定し、その目指すべ

き将来像を「みんなで奏でる“にぎわい やすらぎ ときめき”の都市
ま ち

～元気印のかんおん

じ～」とし、新たなまちづくりの方針と施策のもと、だれもが安心して「住んでみたい、住み

続けたい」と思える魅力あふれるまちの創造に取り組んでいるところです。 

こうした状況を踏まえ、市の豊かな環境を将来世代へと継承していくことを念頭に、「第２

次観音寺市環境基本計画」を策定しました。 

 

新たな環境基本計画では、環境像「人と自然が織りなす 彩りと笑顔があふれる 環境のま

ち かんおんじ」の実現に向け、「気候変動」「資源循環」「自然共生」「快適環境」「学びと協

働」という 5 つの基本目標を揚げました。また、それぞれの課題に個別に取り組むだけでな

く、関連する分野において総合的に取り組んでいくための 3 つの重点戦略を定め、市の環境・

経済・社会の向上に一体的に取り組んでいくこととしております。 

 

今後、本計画に基づき、施策や事業を充実させ、市民の皆様や事業者等への環境保全行動

をさらに促進し、持続可能な環境の形成・維持・保全に積極的に取り組んでまいります。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました観音寺市環境審議会委員の

皆様をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様及び事業者の方々に心か

ら感謝を申し上げますと共に、本市の環境政策の取り組みにつきまして、今後ともご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 

2019 年３月 

観音寺市長 白川 晴司 
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第１章  第 2 次観音寺市環境基本計画について 

１ 策定にあたって 

観音寺市は、市の環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、2009

年５月に「観音寺市環境基本計画」（以下、「１次計画」という。）を策定しました。その後、

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の事務の一部が市へ権限移譲されたことに加え、新た

に微小粒子状物質（PM2.5*）の問題が日本で取り上げられるなど、本市の環境に関わる状況

の変化に適切に対応するため、2015 年に中間見直しを行い、具体的な環境施策に取り組んで

きました。 

 

１次計画においては、５つの分野（「安心で安全な快適

なまちづくり」、「環境負荷の少ない循環型のまちづくり」、

「豊かな自然と共生するまちづくり」、「環境に配慮した住

民参加のまちづくり」、「地球にやさしい持続的なまちづく

り」）ごとに施策を設定し、環境保全の各種取組を推進し

てきました。 

代表的な市民の環境保全への取組としては、市民が市道

の里親としてボランティアで清掃などの管理を行う「エ

コ・アダプトロード」や、市民団体がボランティアで市内

の海岸や河川、公園などで行う清掃活動が挙げられ、市民

による継続的な活動が行われています。 

 
表 １ エコ・アダプトロードの活動状況（2017 年度） 

活動団体数 41 団体 

参加者数 3,834 人 

管理区間 73km 

 

市民の環境保全活動の推進が図られた一方で、市の環境の現状において、今後の課題と考

えられる側面も存在します。 

生活環境の分野においては、海域など公共用水域の水質改善や、悪臭に関する苦情への対

策などが引き続き必要とされています。資源循環の分野においては、ごみのさらなる減量化

と資源の有効利用を進めるとともに、不法投棄への対策強化や、節水による水資源の確保が

重要となっています。地球環境の分野においては、温室効果ガス*の排出削減とともに、近年

の気候変動*による影響の顕在化に伴い市として適切な対応が求められています。 

 

また、１次計画の策定以降、環境行政を取り巻く状況は大きく変化しています。本市では、

2018 年３月に、今後の市政運営の方向性を明らかにする「第２次観音寺市総合振興計画」を

策定し、「みんなで奏でる“にぎわい やすらぎ ときめき”の都市～元気印のかんおんじ～」

を新たな将来像として掲げ、その実現を通して、市民とともに元気で活気あふれるまちを創

第１章 

観音寺市の代表的な景観 
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り上げていくこととしています。 

世界においては、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs*）」の採択や

「パリ協定*」の発効など、国際社会全体が協力して、温室効果ガス*の排出削減を含め、持続

可能な発展のために具体的な目標を持って取り組む枠組みの整備が進んでいます。 

国においても、国際的な動向を取り入れた、「第五次環境基本計画」が 2018 年４月に閣議

決定され、温室効果ガス*排出量の削減目標についても、新たな国際的枠組みや我が国のエネ

ルギー政策に対応した目標へと刷新されました。 

 

１次計画における取組成果と課題を踏まえるとともに、昨今の環境行政を取り巻く状況の

変化に対応するため、「第２次観音寺市環境基本計画」を策定します。 

 

２ 計画の目的 

本計画は、健全で恵み豊かな環境が守られ、より質の高いものとして将来の世代へ継承さ

れる、持続的な発展が可能な社会の実現に向けて、環境の保全及び創造に関する目標や施策

の基本的方向を示し、これらを総合的かつ計画的に推進することを目的とします。 

また、本計画は、市民や事業者が、日常生活や事業活動などに際し、環境の保全及び創造

に関する取組を主体的に実践していくための指針となるものです。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、上位計画である「観音寺市総合振興計画」との整合を図り、計画の初年

度を 2019 年度、最終年度（計画目標年度）を 2027 年度とします。 

また、本市の環境や社会情勢の変化などに対応するため、計画期間の中間年度（2022 年）

を目途に取組成果や進捗状況の評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 
図 １ 計画の期間  

年度 2018 

観音寺市 
環境基本計画 

観音寺市 
総合振興計画 

2019 2020 2022 2023 2024 20262021

 

 

中間年度

2027

最終年度

2025 
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４ 計画の対象範囲 

本計画において対象とする範囲は以下のとおりとします。 

 

地球環境分野 地球温暖化、エネルギーなど 

資源循環分野 廃棄物、水循環など 

自然環境分野 生物多様性、有害鳥獣、外来生物、森林、農地、水辺、公園など 

生活環境分野 
大気環境、水環境、土壌・地盤環境、騒音、振動、悪臭、化学物質、美

化、景観、歴史的文化遺産など 
 

５ 計画の対象区域 

本計画の対象区域は、観音寺市全域とします。 

 

６ 計画の位置づけ 

本計画は、観音寺市環境基本条例第８条に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための最上位計画であると同時に、上位計画である「観音寺市総合振興計

画」を環境面で支えるものです。 

また、本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律*」（地球温暖化対策推進法）に基づ

く「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を包含します。 

 

図 ２ 計画の位置づけ  

 環境基本法 
 地球温暖化対策推進法 
 香川県環境基本条例 

上位計画 

観音寺市総合振興計画 

（計画期間：2018 年～2027 年度） 

観音寺市環境基本条例 

観音寺市環境基本計画 
（計画期間：2019 年～2027 年度） 

観音寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

観音寺市の関連計画 
• 観音寺市エコオフィス実行計画（事務事業編） 
• 観音寺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 
• 観音寺市生活排水処理構想整備計画 
• 観音寺市都市計画マスタープランなど 

整合 

連携
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第２章  計画策定の背景 

１ 環境基本計画を取り巻く主な背景 

観音寺市の動向 

本市では、まちづくりの総合的な指針である

「第２次観音寺市総合振興計画」を 2018 年３月

に策定し、今後のまちづくりに対する基本的な

考え方として、「“こころ”の継承と創造 ～ささ

える つなぐ のばす～」という理念を掲げま

した。この理念には、瀬戸内の豊かな自然環境、

長い歴史によって育まれてきた伝統文化など、

市に暮らす人びとの精神風土を形成する歴史・

文化・環境を継承していくという考え方を持

つものです。 

また、理念を踏まえた市の将来像として「みんなで奏でる“にぎわい やすらぎ ときめ

き”の都市 ～元気印のかんおんじ～」を掲げており、様々な産業や人が連携し合うことに

より新たな活力を生み出す「にぎわい」のあるまち、豊かな自然環境に抱かれ人びとが支え

合い、子どもから高齢者まで、だれもが健康で安全に安心して暮らせる「やすらぎ」のある

まち、また、子どもや若者が元気に育ち、まちづくりやまちの魅力の発信に参加する、ひと

とまちの双方が元気で活気にあふれる「ときめき」のあるまちの形成を目指すこととしてい

ます。 

環境政策は、第２次観音寺市総合振興計画に掲げた市のまちづくりを推進するための重要

な側面であり、市の将来像を実現していくにあたって、取組のさらなる強化が求められてい

ます。 

 

国際的な動向 

2015 年に開催された国連総会において、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ*」が

採択され、持続可能な開発目標（SDGs*）が掲げられました。SDGs*は、2016 年から 2030 年

までの国際目標であり、17 の目標とそれらに付随する 169 のターゲットから構成されてお

り、環境・社会・経済の３つの側面を統合的に解決する考え方が示されています。その中で

は、先進国を含めた国際社会全体が将来にわたって持続可能な発展ができるよう、それぞれ

の課題に取組んでいくことが必要とされています。 

また、地球温暖化対策に関する動向としては、新たな法的拘束力のある国際的な合意文書

となる「パリ協定*」が 2016 年 11 月に発効しました。「パリ協定*」では、気候変動によるリ

スクを抑制するために、2050 年までの世界の気温変化を２℃以内にとどめ、1.5℃以内に抑

える努力目標を掲げています。2018 年 12 月には、各国が温室効果ガス*排出の抑制目標への

取組をどのように報告・監視し、計画を改定していくかなどの項目を含むより詳細なルール

ブック（実施指針）が合意されました。日本を含む全ての条約加盟国において、温室効果ガ

ス*の排出削減と気候変動による影響への適応の取組が加速しています。 

第２章 

市の景観資源・自然資源を代表する銭形砂絵と有明浜 
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出典）国際連合広報センター 

図 ３ 持続可能な開発目標（SDGs）の 17 の目標 

 
国の動向 

国の「第五次環境基本計

画」が、2018 年４月に閣議

決定され、目指すべき社会

の姿として、①「地域循環

共生圏」の創造、②「世界

の範となる日本」の確立、

③これらを通じた、持続可

能 な 循 環 共 生 型 の 社 会

（「環境・生命文明社会」）

の実現、が掲げられまし

た。また、SDGs*の考え方を

活用し、環境・経済・社会

の統合的向上を具体化していくというアプローチとともに、分野横断的な６つの重点戦略（経

済、国土、地域、暮らし、技術、国際）が示されました。 

 

香川県の動向 

香川県では、「香川県環境基本計画」が 2015 年 12 月に策定され、環境の将来像として「県

民みんなでつくる 人と自然が共生する豊かで美しい香川」が掲げられました。将来像を実

現するための施策として、４つの環境分野（「地球環境分野」、「資源循環分野」、「自然環境分

野」、「生活環境分野」）とそれぞれに共通する分野ごとに基本目標が設定されました。 

 

これらの動向を踏まえ、本市においても、国際社会及び国・県の取組と協調しながら、持

続可能な社会づくりのために、市としての役割を果たしていくことが求められています。

出典）環境省「第五次環境基本計画の概要」（2018 年４月）

図 ４ 第五次環境基本計画における「地域循環共生圏」の考え方
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２ 観音寺市の環境の現状と本計画策定における課題 

環境に関する市民の意見 

本計画の策定にあたって実施した、市民・事業者・小学生の環境に関する意識意向を把握

するためのアンケート調査により、以下の意見が得られました。 

 
地域の環境に関する満足度・重要度 

市民（18 歳以上～80 歳未満の市民）を対象とした調査結果では、重要度が比較的高いもの

の、満足度が低い項目は、「公共交通の利便性」、「歩道、自転車道の充実」となっており、市

民にとって利用しやすい交通環境の整備が課題となっています。 

一方で、小学生（小学５年生）を対象としたアンケートの結果では、重要度が比較的高い

ものの、満足度が低い項目は、「海や川、池などの水のきれいさ」となっており、水環境の改

善についても、今後優先的に取り組むべき課題であることが分かりました。 

 
①空気のきれいさ ⑨ごみ出しマナーの徹底 

②居住地周辺のにおい（悪臭がしないこと） ⑩リサイクルのしやすさ（資源回収の場の充実） 

③水（海・河川・池等）のきれいさ ⑪安定した水資源の確保 

④居住地周辺の静けさ ⑫歩道、自転車道の充実 

⑤まち中の街路樹などの緑の多さ ⑬公共交通の利便性 

⑥自然の豊かさ ⑭歴史的・文化的遺産と調和したまち 

⑦公園、親水空間等の充実 ⑮環境学習の場や機会の多さ 

⑧動物、虫、魚など身近な生き物の豊かさ  

図 ５ 地域の環境に関する満足度・重要度（左：市民、右：小学生の調査結果） 

 

市民が大切と感じる環境 

海水浴やレジャーを楽しむことができる「一の宮公園」や、２km にわたって砂浜が続き、

貴重な海浜植物が多数生息する「有明浜」は、自然と触れ合うことのできる場所として、年

齢を問わず高い支持を得ています。 

また、銭形砂絵などを有する「琴弾公園」や「豊稔池堰堤」は、歴史的・文化的価値の高い

環境として市民から高く支持されているとともに、「伊吹島」や「観音寺市総合運動公園」な

どは、自然体験学習やレクリエーションの場所として小学生から支持されています。 

豊かな自然環境や市民が自然と触れ合える場所は、市民生活を充実させる上で引き続き維

持・保全していくことが望まれています。 

詳細は資料編 74 ページ参照 
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環境に関する現状と課題 

気候変動 

本市では、「パリ協定*」を受けた世界的な気候変動対策への取組を考慮し、温室効果ガス*

の削減に向けた対策を一層強化していくとともに、国の温室効果ガス*削減目標（2030 年度

に 2013 年度比で 26％削減）と整合する目標設定が必要とされています。本市の温室効果ガ

ス*排出量を削減するためには、市民や事業者など、全ての主体が省エネルギーの取組を行う

とともに、地域資源である再生可能エネルギー*の活用をさらに推進することが課題となって

います。 

また、平均気温の上昇や大規模な自然災害の発生、熱中症発症数の増加など、地球温暖化

の進行が顕在化していることから、本市として気候変動による影響に備える必要性が高まっ

ています。 

 

注）観測地点：多度津特別地域気象観測所（旧多度津測候所） 

出典）気象庁「気象統計情報」 

図 ６ 気温と降水量の推移 
 

資源循環 

本市における家庭系一般廃棄物の排出量は概ね順調に減少傾向を維持しており、今後も継

続して、ごみの減量化や再使用*、分別・資源回収による再資源化*を定着させていくことが必

要です。一方、不法投棄は禁止看板の設置など対策を行うものの未だに多数発生しており、

対策の強化が必要となっています。 

また、今後起こり得る大規模災害に備えた廃棄物処理体制の構築が必要とされています。 

水資源に関しては、耕作面積が減少する一方、耕作放棄地面積が増加しており、水資源を

保全する上で重要な役割を担う農地を保全する必要があります。また、市民の節水活動を継

続して促進し、安定的な水源の確保を図っていく必要があります。 
 

  

出典）環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」

図 ７ ごみ排出量の推移 
出典）中国四国農政局「香川農林水産統計年報」

農林水産省「農林業センサス」

図 ８ 耕作面積と耕作放棄地の推移 
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自然共生 

本市は、瀬戸内海国立公園に指定されている海岸線及び島しょ部、森林、河川や丘陵地な

どの多様な自然環境を有し、有明浜の海浜植物に代表される貴重な野生生物が生息していま

す。これら豊かな自然環境を保全し、次世代に引き継いでいく必要があります。 

一方、人口や農業・漁業従事者が減少しており、市の自然環境の重要な構成要素である里

地*・里山*・里海*などの環境保全を担う人材を確保することが課題となっています。 

また、公園・緑地など、市民が身近にみどりや自然と触れ合える環境を継続して維持管理

することが必要となっています。 

 
 

有明浜の自然海岸 出典）農林水産省「漁業センサス」「農林業センサス」 

図 ９ 漁業経営体数・農家数の推移 

快適環境 

市民が健康で快適かつ文化的な生活を送るためには、大気汚染や水質汚濁など生活環境に

影響を及ぼす公害を防止・低減し、安全・安心で快適に暮らせるまちを目指す必要がありま

す。 

本市では、光化学オキシダント*が５月から９月にかけて、また、微小粒子状物質（PM2.5*）

が 11 月から翌５月にかけて環境基準*値を超過する傾向があり、今後の動向を注視しながら、

市民への情報提供など適切な対応をしていく必要があります。 

水質については、公共用水域のうち海域に係る環境基準*達成率が低い水準にあり、公共下

水道や合併浄化槽の普及など汚濁負荷対策の推進が課題となっています。 

また、悪臭については、野焼きや畜産が原因と考えられる苦情件数が増加傾向にあり、悪

臭防止のための啓発を行うとともに、市民・事業者に対する監視と指導など対策を講じなけ

ればなりません。 

  

出典）香川県「大気汚染調査結果」

図 10 微小粒子状物質（PM2.5）の測定結果 

出典）観音寺市生活環境課資料

図 11 公害苦情件数の推移 
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学びと協働 

環境に関する市民へのアンケート調査結果より、世代によって環境に関する情報の取得手

段に違いがあることがわかっており、今後、世代を考慮した効果的な環境情報の発信や啓発

により、市民の環境に関する理解を深めることが必要となっています。 

市民や子どもたちに対する環境教育及び環境学習について、環境活動を推進する人材を育

成するとともに、活躍の場を提供することにより、市内で環境活動に取り組むための基盤を

構築することが重要となっています。 

また、環境保全に重要な役割を担うボランティア団体が行う環境保全活動への支援や、活

動に関する普及啓発を行うことで、市民・事業者・行政などの連携・協働を一層推進してい

く必要があります。 

 
 

  

市民による海岸の清掃活動 出典）観音寺市建設課・生活環境課資料

 

 

観音寺市環境基本計画に求められるもの 

本計画では、１次計画で推進してきた環境像や施策、取組を発展的に継承するとともに、

新たな課題に対応していく必要があります。そこで、本計画の策定にあたっては、以下の視

点を重視します。 

 

観音寺市をとりまく現状を踏まえた取組が必要 

国の第五次環境基本計画や SDGs*などの国際的な動向が示す、経済成長、社会的公平及

び環境の持続性を統合的に実現していくという、持続可能な社会づくりの考え方に則した

環境施策を推進します。 

 

観音寺市の環境の特性を考慮した取組が必要 

市の環境の変化などに適切に対応するとともに、自然海岸や里地*・里山*を代表とする豊

かな自然環境の特性に着目し、地域独自の環境を守り活かしていくための環境施策を推進

します。 

 

市民・事業者にとってわかりやすい計画が必要 

市の環境を維持・保全していくためには、市が市民・事業者との協働を一層推進してい

く必要があることから、本計画を推進する上での各主体の役割を明確化し、環境への理解

を深めることにより、環境の課題に対する意識の共有を図ります。  

種別 数 

環境保全活動を実施する団体 3

主に清掃活動等を実施する団体 9

エコ・アダプトロード登録団体数 41

計 53

 

表 ２ 市内の環境活動団体数（2017 年度時点）
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第３章  環境像・基本目標・重点戦略 

１ 環境像 

本市の環境は、海や川、山林、農地など豊かで多様な自然環境から形成されています。環

境像は、市民の暮らしに豊かさやうるおいを与えてくれる、持続可能な環境が将来にわたっ

て維持され、人と自然が共に生きていく姿を表現するものです。 

本計画では、2027 年までに実現を目指す新たな環境像を次のとおりとします。 

 

 

目指す環境像 

 

 

 

 
 

 

 
環境政策に対する市民の意見は、日々の暮らしやすさや安らぎにつながる良好で豊かな生

活環境と並んで、海・河川・池などの豊かな自然環境の保全を求める声が多く聞かれるなど、

環境と一体となったまちづくりの実現に対する期待が高まっています。 

⇒ 豊かな環境のなかで、人と自然が共に支え合いながら生きていくまちを目指し

ます。 

 

市政の最上位計画である「第２次観音寺市総合振興計画」では、本市が誇る豊かな自然環

境や伝統文化などを次世代に継承していくことをまちづくりの基本的な考え方としていると

ともに、ひととまちが元気で活気にあふれる姿を描いた、「みんなで奏でる“にぎわい やす

らぎ ときめき”の都市～元気印のかんおんじ～」を将来像として掲げています。 

⇒ 環境を形成する様々な要素が生き生きと輝き続け、環境づくりをとおして人と

人とがつながっていくまちを目指します。 

 

 

このように、青い海、透き通った川、目のさめるような青い空、山々の豊かなみどり、四季

折々の花々などが織り重なって創り出される、彩りにあふれる豊かな環境の中で、市民が元

気で心豊かに生きていくことができるまちを目指します。 

 

  

第３章 
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２ 基本目標 

環境政策に関わる社会動向や、国や県の環境基本計画などを踏まえ、本市が目指す環境像

を実現していくため、環境分野別の柱（気候変動*、資源循環、自然共生、快適環境）と分野

横断の柱（学びと協働）を合わせた５つの基本目標を掲げます。 

 

 

 
人と自然が織りなす 

彩りと笑顔があふれる 

環境のまち かんおんじ 

基本⽬標１
 

気候変動を緩和し、
適応する 

まちづくり

基本⽬標 3
 

豊かな⾃然と 
共⽣する 

まちづくり

基本⽬標２ 
 

資源を⼤切にする
循環型まちづくり

基本⽬標４ 
 

安全・安⼼で 
快適に暮らせる 

まちづくり 

基本⽬標 5
 

環境を守り育てるひとづくり、地域づくり

エネルギーを有効に利⽤し、気候変動*に適応できるまちをめ
ざします。 

基本⽬標１ 
気候変動を緩和し、 

適応するまちづくり 

３R*の取組に根ざした、資源と⽔が循環するまちの構築をめざ
します。 

基本⽬標２ 
資源を⼤切にする 

循環型まちづくり 

本市が誇る様々な⾃然資源の保全を図り、多様な⽣きものと共
⽣できる、⾃然豊かなまちをめざします。 

基本⽬標３ 
豊かな⾃然と 

共⽣するまちづくり 

公害などを防⽌し、健康・快適・安全な⽣活環境が確保された
まちをめざします。 

基本⽬標４ 
安全・安⼼で快適に 

暮らせるまちづくり 

⼀⼈ひとりが環境について考え、⾃発的に⾏動し、それらの取
組が核となり市⺠や地域全体に広がるまちをめざします。 

基本⽬標５ 
環境を守り育てる 

ひとづくり、地域づくり 
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３ 重点戦略 

重点戦略の位置づけ 

私たちを取りまく環境は、人と自然が密接に関わっており、単独の領域ではなく、多くの

領域が関わることで形成されています。本市が目指す環境像を実現するためには、個々の環

境問題にとらわれず、関連する分野や領域に対して総合的な取組を推進することが求められ

ています。 

また、今後は、SDGs*の考え方を活用した「環境・経済・社会の統合的向上」を目指す取組

の推進や、市民・事業者・行政などの多様な主体の連携・協働の強化が一層重要となること

から、こうした取組を積極的に進めていくことが必要です。 

そこで、本計画では本市の環境を象徴する「水とみどり」「空」「人」を重要な視点と位置づ

け、全庁的な推進体制のもとで優先的に取り組んでいきます。 

 

重点戦略選定の視点 

重点戦略は、市が自ら主導することで取組の確実な進捗管理ができ、本計画の期間内に目

的の達成と成果の可視化が可能と考えられる事業の中から、以下の視点で選定します。 

 

 複数の環境課題の解決に大きく貢献する 

市の特性に起因する多種多様な課題を解決するため、分野横断的な取組を設定し個々の

施策を効果的に推進するもの 

 各主体による連携・協働を促す 

市民や事業者、行政などの連携・協働を促進し、計画の取組全体の底上げを図っていくも

の 

 市民などの関心が高い環境分野である 

市民にとって重要度が高い環境課題の解決や改善につながるもの 

 

重点戦略 

観音寺市の環境像実現のための３つの重点戦略を次のとおりとします。 

 

重点戦略１ かんおんじの水とみどりをまもりそだてる 

重点戦略２ かんおんじの空をまもりそだてる 

重点戦略３ かんおんじの人をまもりそだてる 
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第４章  環境像の実現に向けた施策と取組 

１ 施策体系 

本計画では、観音寺市の環境像「人と自然が織りなす 彩りと笑顔があふれる 環境のま

ち かんおんじ」の実現に向け、５つの基本目標（「気候変動*」、「資源循環」、「自然共生」、

「快適環境」、「学びと協働」）を具体化していくための施策と取組を定めます。 

また、環境に関する多種多様な課題を、分野にとらわれず複合的に解決していくため、分

野横断的な重点戦略を設定し、個々の施策をより効果的に推進していきます。 

これらの基本目標ごとの施策と重点戦略を合わせた、本計画の施策体系を次頁に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

第４章 

レンタサイクル 

のりあいバス

自然環境の 

保全活動 

景勝地や歴史的・文化的景観資源が

適切に維持・保全されています。 

環境像実現のイメージ 

農地やため池、漁場、海岸などが適

切に保全され、里地・里山・里海の

環境が良好に維持されています。

市の豊かな環境を守り育てる人び

とのネットワークが広がり、市内

の環境活動が活性化しています。 

再生可能エネルギーや低炭素建築

物などの普及が拡大しています。 
３R の意識が向上し、ごみの減量化

と資源の有効利用が進んでいます。
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基本目標 基本施策 施策 

基本目標１ 

気候変動を緩和し、 

適応するまちづくり 
 

観音寺市地球温暖化

対策実行計画 

（区域施策編） 

基本目標２ 

資源を大切にする 

循環型まちづくり 

基本目標３ 

豊かな自然と 

共生するまちづくり 

基本目標４ 

安全・安心で快適に 

暮らせるまちづくり 

基本目標５ 

環境を守り育てる 

ひとづくり、 

地域づくり 

１-１ 再生可能エネルギー
の普及拡大 

（１）太陽光発電の導入促進 
（２）エネルギー源の多様化等の促進 

（１）低炭素社会づくりに向けた行動促進 
１-２ 省エネルギー行動の

促進 

（１）交通対策による低炭素化 
（２）低炭素建築物の整備促進 
（３）コンパクトシティの推進 

１-３ 低炭素なまちづくり
の推進 

（１）気候変動の影響と適応に関する普及啓発
（２）気候変動の影響への備え 

１-４ 気候変動への適応 

２-１ ３R の推進 
（１）３R 啓発活動の推進 
（２）ごみ発生抑制の推進 
（３）資源循環の推進

２-２ ごみの適正処理の 
推進 

（１）計画的な収集・運搬計画 
（２）適正な中間処理及び最終処分計画 
（３）不法投棄・野焼き対策の強化 
（４）各主体との協力体制の確立 
（５）災害時における廃棄物処理の対応 

（１）水資源確保対策
（２）水の循環利用促進 
（３）節水の促進

２-３ 水循環の保全・創出

３-１ 生物多様性の保全 

（１）学習・参加の場の提供 
（２）生物の多様性の確保 
（３）外来種対策 
（４）野生生物の保護管理 

３-２ 水とみどりの保全・
創出・活用 

（１）森林や河川などの自然の保全 
（２）里地・里山・里海の保全 
（３）公園・緑地の整備 

４-１ 健康・快適な環境の
保全 

（１）大気環境の保全 
（２）水環境の保全 
（３）土壌・地盤環境の保全と化学物質対策の推進 
（４）騒音・振動・悪臭・光害対策の推進 

４-２ 美しいまちづくりの
推進 

（１）清掃・美化活動の推進 
（２）景観資源の保全 

５-１ 環境を守り育てる 
ひとづくり 

（１）環境学習の推進 
（２）学校における環境教育の推進 
（３）環境情報の発信 
（４）環境活動を率いる人材育成 

５-２ 協働の仕組みづくり （１）各主体との連携強化 
（２）行政間連携による環境配慮 

５-３ 環境ビジネスの促進 （１）環境経営の促進 
（２）環境ビジネスの創出・育成 

⼈ と ⾃ 然 が 織 り な す  彩 り と 笑 顔 が あ ふ れ る  環境像 
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重点戦略は、環境に関する多種多様な課題を、環境の分野にとらわれず複合的に解決していくために、

分野横断的に設定し、個々の施策をより効果的に推進することを目指すものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１）豊かで美しい海をまもり 

そだてる 

２）親しみあるため池や河川を

まもりそだてる 

３）人と自然とが共生する里地

・里山をまもりそだてる 

１）きれいな空気をまもり 

そだてる 

２）身近なエネルギーを上手に

つかう 

３）気候変動に賢く対応する 

１）かんおんじの環境をまもり

そだてるひとづくり 

２）かんおんじの環境をまもり

そだてる仕組みづくり 

３）かんおんじの環境をまもり

そだてる地域づくり 

重点戦略 内容 指標 

環 境 の ま ち  か ん お ん じ

○水質環境基準達成率（河川BOD）（海域COD）

○汚水処理人口普及率 

○海岸・河川清掃参加人数 

○学校給食における地産地消比率 

○水道の１人１日あたり平均使用量 

○林野面積 

○環境学習参加者数 

○環境推進員の養成数 

○買い物袋持参率 

○エコ・アダプトロード団体数 

○香川県認定環境配慮モデル製品数（累積）

○地域移輸出入収支額 

※公表データが更新された場合に採用 

重点戦略１ 

かんおんじの 

水とみどりを 

まもりそだてる 

重点戦略２ 

かんおんじの 

空をまもり 

そだてる 

重点戦略３ 

かんおんじの 

人をまもり 

そだてる 

○家庭系一般廃棄物の１人１日あたり排出量

（し尿を除く） 

○一般廃棄物の再資源化率 

○環境基準超過時間（光化学オキシダント）

（微小粒子状物質（PM2.5）） 

○悪臭苦情件数 

○のりあいバス利用者数 

○市域エネルギー消費量 

○市域温室効果ガス総排出量 

○太陽光発電システム導入容量（累積） 

○市有施設の太陽光発電システム導入量 

○街路灯（LED）設置数 

○クールシェアスポット登録数 

詳細は 54 ページ参照
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２ 施策と取組 

 

気候変動 気候変動を緩和し、適応するまちづくり       

【観音寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】 
 

観音寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）としての位置づけ 

本節は、「観音寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（以下「本実行計画」という。）

として策定するものです。 

 

本実行計画策定の意義 

人間の活動で排出される二酸化

炭素などの温室効果ガス*の排出

によって引き起こされる地球温暖

化は、その予想される影響の大き

さや深刻さからみて、最も重要な

環境問題の一つとされています。

世界では、既に平均気温の上昇や

雪氷の融解、海面水位の上昇など

が観測されており、日本でも強い台

風や集中豪雨などの極端な気象現

象が毎年のように観測されていま

す。さらに、熱中症などの健康への

影響や、農作物への甚大な被害など健康面や経済面への影響も生じています。 

このような中、「パリ協定*」では、世界全体の目標として、産業革命前からの世界の気温上

昇を２℃より十分低く抑えるとともに、1.5℃未満に抑えるための努力を追求することが掲げ

られました。また、SDGs*においても、気候変動*対策が 17 の目標の一つ（目標 13：気候変

動*に具体的な対策を）として位置づけられています。 

国の「地球温暖化対策計画」では、2030 年度の温室効果ガス*排出量を 2013 年度比 26％

削減するという新たな目標が掲げられ、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし

削減目標達成への道筋をつけるとともに、長期的目標として 2050 年までに 80％の温室効果

ガス*の排出削減を目指すことを位置付けており、日本が地球温暖化対策を進めていく上での

礎を示しました。また、香川県では、2015 年 12 月に「香川県地球温暖化対策推進計画」を

策定し、2020 年度までに温室効果ガス*排出量を 2012 年度比で 12.2％削減するという目標

を掲げ、取組を進めています。 

こうした背景をふまえ、本市においても、世界や国、香川県の目標達成に資する地球温暖

化対策が求められており、これまでの取組をさらに強化していく必要があります。また、今

後さらに深刻化が懸念される気候変動*による影響への備えに対しても、対策を進めていくこ

とが必要とされています。  

注）緑の棒グラフは年間の日数、青い折れ線は 5 年移動平均、赤い直線は

長期変化傾向 

出典）気象庁「気候変動監視レポート 2017」

図 12 日本の熱帯夜の日数の推移 
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本実行計画の基本的事項 

本実行計画は、観音寺市の特性に応じた温室効果ガス*排出量の削減に向けた取組を総合的

かつ計画的に推進するため、市域の温室効果ガス*排出削減目標を掲げるとともに、目標達成

のために取り組むべき施策と取組を示す地球温暖化対策推進法第 19 条第２項に定められた

実行計画です。 

 

計画期間 

本実行計画の期間は、2019 年度から 2027 年度までとします。 

また、国の目標及び本計画の期間を考慮し、基準年度を 2013 年度、目標年度を 2027 年度

と設定します。 

 
対象とする温室効果ガス 

本実行計画では、市民や事業者、行政が本市における地球温暖化対策をエネルギー対策を

中心に推進していくことを考慮し、「地球温暖化対策推進法」が定める７種類のガスのうち、

本実行計画が対象とする温室効果ガス*はエネルギー起源 CO2 のみとします。 

 
温室効果ガス排出量の現況 

本市の 2015 年度の CO2 排出量は、環境省により、約 768 千 t-CO2 と推計されています。

CO2 排出量は、2010 年度以降増加傾向にありましたが、2013 年度をピークに減少していま

す。2015 年度における CO2 排出量の内訳は、産業部門が全体の５割程度を占めており、その

うちの大部分が製造業からの排出となっています。 

（単位：千 t-CO2） 
 1990 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

産業部門 252.4 241.4 249.2 226.4 231.2 244.5 296.4 298.3 396.8 378.7 384.5
民生家庭部門 65.3 83.5 80.4 80.5 81.1 76.7 108.1 141.6 150.7 126.2 108.4
民生業務部門 52.1 105.7 102.0 95.4 97.4 82.7 115.6 136.6 136.3 132.4 134.2
運輸部門 138.6 162.8 158.5 154.6 151.7 152.5 148.8 149.2 146.7 143.3 141.3
一般廃棄物 3.82 7.54 4.98 0.42 0.01 0.03 0.08 1.31 0.00 0.00 0.00

合計 512.3 600.9 595.1 557.4 561.4 556.3 669.1 727.0 830.5 780.6 768.3

 

 
注）端数処理の関係により、排出量の合計値が一致しない場合があります。 

出典）環境省「部門別 CO2 排出量の現況推計」 

図 13 市域の CO2排出量  
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温室効果ガス排出量の削減目標 

本市の温室効果ガス*削減目標は、国が掲げるエネルギー起源 CO2排出量の削減（▲25.0％）

が、本実行計画の基準年度である 2013 年度から 2030 年度に向かって毎年度一定割合で削

減する（▲1.47％/年）と仮定し、基準年度（2013 年度）から目標年度（2027 年度）までの

14 年間に相当する削減率を設定します。 

 

 

 

 

 

  
図 14 温室効果ガス削減目標 
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国の削減が⽬標年度に向け毎年度⼀定程度⾏われると仮定
（▲1.47%/年）

（千t-CO2/年）

13%削減

2027 年度までに市域の温室効果ガス排出量※を 2013 年度比で 20％削減する 

※対象ガスはエネルギー起源 CO2 排出量に限る

詳細は資料編 93 ページ参照 

 

日本の年平均気温は 1898 年の統計開始以降、100 年あたり 1.19 度の割合で上昇していま

す。それに伴って、熱中症で搬送される人の増加や、伝染病を媒介する蚊の北上などの影響が出て

います。水分補給をこまめにしたり、エアコンの設定温度を適度に保つことによって熱中症を予防

したり、屋外で蚊にさされない工夫をするなど、一人ひとりが自身の健康を守ることも「適応」な

のです。 

 

 

こまめに水分補給したり、エアコンを

適切に使い熱中症予防をする。 

虫よけスプレーなどで虫刺

されに気をつける。 

蚊の育つ水たまりなどを作

らない。 

健康を守るための「適応」 
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施策の方向性 

気候変動*対策は、国や自治体など行政が再生可能エネルギー*の導入を促進するとともに、

市民や事業者が省エネルギーや環境配慮に努めるなど、それぞれが主体的に取り組んでいく

ことが必要です。 

そのため、環境負荷の少ないエネルギーの導入促進や温室効果ガス*を出さないまちづくり

を進めるとともに、市民や事業者に気候変動*について理解を深める機会を提供し、環境配慮

行動を促します。また、気候変動*による影響として予測される災害などに関する情報を市民

や事業者へ提供し、災害に対する備えを促します。 

 

【施策】 

基本施策 施策 

1-1 再生可能エネルギーの普及拡大 （1）太陽光発電の導入促進 

（2）エネルギー源の多様化等の促進 

1-2 省エネルギー行動の促進 （1）低炭素社会づくりに向けた行動促進 

1-3 低炭素*なまちづくりの推進 

 

（1）交通対策による低炭素化 

（2）低炭素建築物の整備促進 

（3）コンパクトシティの推進 

1-4 気候変動への適応 （1）気候変動の影響と適応に関する情報提供 

（2）気候変動の影響への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
市有施設に導入した太陽光発電設備（伊吹小学校・中学校） 
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具体的な取組 
 
１－１ 再生可能エネルギーの普及拡大 

 
(１) 太陽光発電の導入促進 

市内の再生可能エネルギー*の導入を促進するため、家庭への太陽光発電*システムの導入

に対して支援を行います。また、市有施設への太陽光発電*の導入を検討します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①住宅用太陽光発電システム

設置費補助 

地球温暖化対策を推進するため、住宅に太陽光発電*シ

ステムを設置する人へ、予算の範囲内で設置費用の一部を

補助します。 

住宅用太陽光発電*の固定価格買取制度*の一部終了な

ど太陽光発電*を取り巻く動向を考慮しながら、蓄電池設

置への補助についても検討していきます。 

 

②市有施設への太陽光発電シ

ステムの導入 

市有施設における太陽光発電*システムの導入可能性に

ついて調査を行い、国庫補助金等の支援策の活用による設

備の導入を検討していきます。導入にあたっては、災害時

のエネルギー源として活用するため、指定避難所への導入

を優先的に検討します。 

また、既設の太陽光発電*による電力利用を継続します。 

 

 

 

(２) エネルギー源の多様化等の促進 

太陽熱や小水力など今後普及を目指すべき再生可能エネルギー*の導入可能性について調

査・研究を行います。また、市有施設の電力においても再生可能エネルギー*の比率を高める

取組を進め、電源の脱炭素化を推進するとともに災害時の安全・安心の確保を図ります。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①多様な再生可能エネルギー

の導入・活用 

住宅・市有施設・未利用地などを活用して再生可能エネ

ルギー*の導入を促進・検討していきます。 

（例）・太陽熱利用の促進 

・小水力発電の導入検討 

・波力発電の導入検討 

・水素の利活用に関する検討 

 

②再生可能エネルギー電力な

ど環境負荷の小さい電力の

調達 

市有施設の電力について、電力単価や災害時の電力対応

などを考慮しながら温室効果ガス*排出係数*の小さい電

力の導入を検討していきます。 
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１－２ 省エネルギー行動の促進 

 
(１) 低炭素社会づくりに向けた行動促進 

市民や事業者の低炭素*・脱炭素社会に向けた行動を促進するため、クールチョイス*をはじ

めとする取組の普及啓発を行います。また、市民や事業者の温室効果ガス*排出削減に向けた

取組を促進するため、職員一人ひとりの意識を高めるとともに、市有施設の省エネルギー化

やクリーンエネルギー自動車*の導入など行政が率先的な取組を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①クールチョイスの呼びかけ 本市は、政府が実施する地球温暖化対策のためのあらゆ

る「賢い選択」を促す国民運動に賛同しています。 

市民や事業者の模範となるよう地球温暖化対策に積極

的に取り組むとともに、市民や事業者にもホームページや

広報によって啓発を行います。  22 ページのコラム参照 

 

②家庭や事業所における省エ

ネ型設備の利用促進 

市民や事業者が省エネ型家電製品や高効率給湯器*など

省エネ型設備を導入するにあたり、省エネ効果の高い製品

に関する情報を提供し、省エネ型設備の導入促進に努めま

す。 

● 

③市職員の意識向上・行動促進 本市では、「観音寺市エコオフィス実行計画」を策定し、

地球温暖化対策に取り組んでいます。 

■カーボン・マネジメント体制の整備 
実行計画に掲げた削減目標を確実に達成するため、

エコオフィス推進委員会・部会を設置し、PDCA*を多層

的に運用し、取組方針や推進体制の見直しを行ってい

ます。 

■職員研修の実施 

毎年１回職員研修を開催し、気候変動*対策に関する

職員の意識向上と率先的な取組を促進しています。 

■「エコ通勤*ウィーク」の実施 

毎月第３週目を「エコ通勤*ウィーク」とし、職員の

マイカー通勤の自粛を呼びかけています。 

■「クールビズ*」「ウォームビズ*」の実施 

毎年５月から 10 月に「クールビズ」、11 月から翌年

３月に「ウォームビズ*」を実施し、期間中における服

装の工夫により空調温度の適正化に努め、地球温暖化

防止につながる取組を実施しています。 

■国・県など他機関への協力 

県下全域で実施するライトダウンキャンペーンなど

他機関が実施する地球温暖化防止への取組は積極的に

協力しています。 
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④市有施設・設備の省エネルギ

ー化 

施設・設備の更新、改修を行う場合は、現状より効率的

な機器（省エネトップランナー基準*や L2-Tech*製品など

高効率設備機器）への更新に努めます。また、「観音寺市

公共施設等総合管理計画」等の関連計画と整合を取りなが

ら、計画的に施設・設備の更新・改修を図ります。 

また、日常的な施設の運用改善による省エネルギー化に

ついては、施設用途に応じて作成した省エネルギー化対策

マニュアルに基づいて実施します。 

 

⑤環境負荷の少ない公用車の

導入 

香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、自動車排

ガス対策計画を策定し、ハイブリッド車や排出ガス規制適

合車など環境対応型自動車の導入を進め、公用車の利用に

伴う燃料使用量を削減し、温室効果ガス*の排出を抑制し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

国が掲げる、2030 年度の温室効果ガス*の排出量を 2013 年

度比で 26％削減するという目標達成のために、日本が世界に誇

る省エネルギー・低炭素*型の製品・サービス・行動など、温暖化

対策に資するあらゆる「賢い選択（クールチョイス*）」を促す国

民運動です。 

エコ家電や高効率な照明に替える、公共交通機関を利用すると

いった「選択」、クールビズ*・ウォームビズ*などのライフスタ

イルの「選択」など、一人ひとりが日常生活の中で賢い選択を積

み上げていくことが大切です。 

クールチョイス 
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１－３ 低炭素なまちづくりの推進 

 
(１) 交通対策による低炭素化 

自動車の利用を控え、公共交通や自転車・徒歩による移動を促進するため、自転車・歩行

者道の整備やのりあいバス*の運行など、歩行者・自転車や公共交通の利用環境を整備し、自

動車からの排出ガスや温室効果ガス*の排出抑制を推進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規 

①歩道空間ネットワークの

形成 

道路改築事業により歩道の整備を進めます。具体的には、

中央七間橋線及び、柞田川右岸線の改築を実施します。 
 

②自転車利用環境の向上 自転車・歩行者道や駐輪場の整備を検討するとともに、河

川沿いの広域自転車道の保全を進めます。 
 

③レンタサイクルの利用促

進 

観光協会が主体となり、大正橋プラザ、道の駅「ことひき」、

市民会館(ハイスタッフホール)及びちょうさ会館にレンタ

サイクルを設置しています。観光客などに環境に優しい交通

手段の提供を実施することにより、温室効果ガス*の削減に

寄与します。 

 

④のりあいバスなどの運用

と利便性向上 

市内６路線（伊吹路線を含む）ののりあいバス*を運行し

ます。車両の更新や運行形態については、定期的に見直しを

行い、利便性の向上や利用環境の向上を図ります。 

 

⑤鉄道利用環境の充実 JR 観音寺駅のバリアフリー化について、国や関係機関に

働きかけます。 
 

⑥自動車交通の環境負荷低

減 

自家用車から公共交通への転換促進、自動車の効率的利用

（カーシェアリングなど）、パークアンドライド*の推進に

より、市民や事業者と連携しながら交通需要マネジメントを

推進します。 

 

⑦次世代自動車*インフラ

整備促進 

道の駅「とよはま」の駐車場に設置した電気自動車*用の

充電設備の維持管理を行います。 
● 

 
 
  

レンタサイクル のりあいバス 
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(２) 低炭素建築物の整備促進 

断熱性や気密性の向上など、建築物そのものの環境性能を高めて省エネルギー化を進める

ことにより、温室効果ガス*の排出削減を促進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①建築物の省エネ化の推進 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基

づく省エネ基準の適合義務などについて、関連機関と連携

しながら情報発信と啓発を行います。 

● 

 
(３) コンパクトシティの推進 

都市機能の集約によるコンパクトシティの形成を進めるとともに、低炭素*まちづくりに対

する市民や事業者の意識啓発を図るための取組を進めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①低炭素都市構造の実現 都市機能を市内の各拠点に集約し、公共交通を中心とし

たまちづくりを行います。 
 

②低炭素まちづくりなどに関

する意識啓発 

低炭素*まちづくりに関する情報提供や環境学習を通じ

て市民や事業者の意識啓発・普及を図ります。 
 

 

  

 

ZEB*とは、建築計画の工夫による日射遮蔽・自然エネルギーの利用、高断熱化、高効率化によって

大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電*等によってエネルギーを創り、年間に消費するエネ

ルギー量が大幅に削減されている最先端の建築物です。 

ZEH*とは、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー*を導入すること

により、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅です。 

国の「第５次エネルギー基本計

画」では、「非住宅建築物について

は、2020 年までに国を含めた新築

公共建築物等で、2030 年までに新

築建築物の平均でZEB*を実現する

ことを目指す」、また、「住宅につ

いては、2020 年までにハウスメー

カー等が新築する注文戸建住宅の

半数以上で、2030 年までに新築住

宅の平均で ZEH*の実現を目指す」

という政策目標を設定しています。 出典）資源エネルギー庁ウェブサイト（http://www.enecho.meti.go.jp/）

建築物の省エネルギー：ZEB*（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 
ZEH*（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは
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１－４ 気候変動への適応 

 
(１) 気候変動の影響と適応に関する普及啓発 

現在進みつつある気候変動*によって生じるとされる熱中症発症数の増加や作物栽培への

影響、豪雨災害による影響などについて、国や県などによる情報を的確に市民に伝達し、市

民の意識向上を図ります。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①気候変動の影響に関する

情報提供 

気候変動*に伴って増加が懸念される自然災害、農業への

影響、人の健康への影響などのリスクなど、気候変動*の影響

に関する情報をホームページなどで提供し、適応策*に関す

る啓発を検討していきます。 

● 

②防災意識の向上 出前講座の実施により、災害に対する市民の意識啓発を図

ります。 
 

③熱中症や感染症の防止な

どに関する注意喚起 

熱中症や感染症を予防するため、ホームページへの掲載や

チラシの配布などにより注意喚起を行います。 
● 

 
(２) 気候変動の影響への備え 

豪雨によって水害などの被害が生じないように水門などの整備や維持管理を行うとともに、

ハザードマップ*の整備と水害発生時の避難誘導対策の立案など市民の安全・安心確保を図り

ます。また、夏の暑さ対策としてクールスポットの整備やその利用の促進を図るなどのクー

ルシェア*を推進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①水害に強いまちづくりの

推進 

ハザードマップ*の作成により、災害時の備えを進めます。

また、農業水利施設の整備や下水道施設の耐震化、排水設備

の更新などにより、水害に強いまちづくりの推進に努めま

す。 

 

②暑熱環境対策 夏の暑さ対策として、熱中症を予防するとともに市内の気

温を下げる取組を行います。 

■クールスポットの整備 

毎年香川県が実施する「クールシェア*かがわ」に協力

し、市内６か所をクールシェア*スポットとして設けてい

ます。 
【クールスポット（2017 年度実績）】 
・観音寺市立中央図書館 
・観音寺市立大野原図書館 
・マルナカ 大野原店 
・マルナカ 豊浜店 
・コープ かがわ観音寺店 
・ケーズデンキ 観音寺店 

■遮熱による対策 

道路については遮熱性舗装*を採用するとともに、市民

や事業者に遮熱性塗料の使用など暑熱環境対策について

啓発を行います。 

● 
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各主体の役割（例示） 
 

市民の役割 

日々の生活において 

・クールチョイス*（省エネルギーや環境に配慮した行動）を心がける 

・打ち水や緑のカーテン*等を取り入れ、暑さを和らげる工夫をする 

・熱中症を予防するため、適切に空調を使用する 

外出する時 

・徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する 

・アイドリングストップ*等、エコドライブ*に努める 

買い替え・建て替えのときなど 

・省エネ性能が高く、環境負荷の少ない建築材や空調・照明器具、家電製品等を選択する 

・太陽光発電*システムや太陽熱温水器などの再生可能エネルギー*を導入する 

・HEMS*（家庭のエネルギー管理システム）、家庭用燃料電池*、蓄電池等を導入し、エネル

ギーを効率的につくり、蓄え、使う 

・電気自動車*やハイブリッド自動車等、環境負荷の少ない自動車を選択する 

 

事業者の役割 

日々の業務において 

・打ち水の実施や緑のカーテン*の育成等、身近な暑さ対策を行う 

・冷暖房の温度を適正に設定し、クールビズ*・ウォームビズ*を実施する 

・効率の良い配送や運送に努める 

・エネルギーマネジメントを実施し、エネルギー使用量の把握と省エネルギーに努める 

・環境マネジメントシステム*の取得と適切な運用に努める 

・カーボン・オフセット*などの制度を活用し、温室効果ガス*排出量の削減を図る 

移動する時 

・徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する 

・アイドリングストップ*等、エコドライブ*に努める 

・環境負荷の少ない自動車を利用する 

買い替え・建て替えのときなど 

・オフィス機器は、省エネタイプのものを導入する 

・高効率な空調設備、照明機器などを導入し、設備機器を適切に維持管理する 

・再生可能エネルギー*を積極的に導入する 

・BEMS*（ビルのエネルギー管理システム）を導入する 

・環境負荷の小さい自動車を選択する 

・環境負荷の小さい電力を調達する 
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資源循環 資源を大切にする循環型まちづくり 
 

施策の方向性 

資源を無駄なく有効に利用できる循環型社会*の構築は、持続可能な社会の形成に向けた基

礎基盤となる重要な取組です。 

３R*（Reduce, Reuse, Recycle）の取組をさらに発展させ、ごみを発生させない仕組みづく

り、ごみを出さないくらしや事業活動の推進など、ごみ減量のための取組を強化するととも

に、資源ごみの分別やリサイクル、排出されたごみの適正処理を進めます。また、貴重な水

資源の源となる環境の保全や、持続可能な水利用に取り組みます。 

 

基本施策 施策 

2-1 ３R の推進 

（1）３R 啓発活動の推進 

（2）ごみの発生抑制の推進 

（3）資源循環の推進 

2-2 適正処理の推進 

（1）計画的な収集・運搬計画 

（2）適正な中間処理及び最終処分計画 

（3）不法投棄・野焼き対策の強化 

（4）各主体との協力体制の確立 

（5）災害時における廃棄物処理の対応 

2-3 水循環の保全・創出 

（1）水資源確保対策 

（2）水の循環利用促進 

（3）節水の促進 

 

 

 

  

小学校での資源回収の取組 ごみ収集作業 
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具体的な取組 

 
２－１ ３R の推進 

 
(１) ３R 啓発活動の推進 

家庭への啓発活動によりごみの発生抑制*を進めるとともに、再利用や再資源化*を進める

ことで資源の循環利用を促進します。また、近年海洋汚染で大きな問題となっているマイク

ロプラスチック対策として、プラスチックごみの適正処理を進めるとともに、使い捨てプラ

スチック製品の使用の抑制などについて啓発を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①３R の情報発信と啓発 廃棄物の発生抑制*や再利用、再資源化*に関する情報発

信を行います。 

家庭に対しては、ごみの発生抑制*につながる生活スタ

イルの見直しを啓発します。事業所に対しては廃棄物の発

生抑制*、適正排出に関する啓発と指導を行います。 

また、マイクロプラスチックによる海洋汚染対策のた

め、使い捨てプラスチック製品の使用抑制などについて啓

発を行います。 

 

 
(２) ごみの発生抑制の推進 

家庭からのごみの排出を削減するため、食材の無駄づかいや食べ残しをしないなどの啓発

を行うとともに、発生したごみは生ごみ処理機の導入を促進することにより発生抑制*に努め

ます。また、容器包装の削減を進めるため、事業者に過剰包装の抑制などの啓発活動を行い

ます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①生ごみ処理機購入補助 家庭から排出されるごみの減量を促進するため、生ごみ

処理機（電気加熱式、微生物分解式）を購入する家庭に対

し、費用の一部を補助します。 

 

②食品ロス対策 家庭からの食品ロス削減の取組を促すため、ホームペー

ジやチラシにより啓発を実施します。さらに、外食事業者

に対してはポスターを配布し、顧客へ 3010 運動（宴会時

に最初の 30 分、最後の 10 分は席に座り、食べ残しを減

らす運動）への協力を呼びかけます。 

● 

③事業ごみの減量化 小売店・商店街など事業者へ過剰包装などの削減の協力

要請を行います。また、容器包装廃棄物の削減を促すため

の啓発を行います。 

 

④リユースの促進 集団回収*により、一升瓶やビール瓶などの生ビン回収

を実施します。 

また、市民・事業者に対して不用品などの再使用*促進

の啓発を行います。 
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(３) 資源循環の推進 

リデュース・リユースを進めてもなお残るごみに関して、適正な分別と排出を促すととも

に、地域主体のリサイクル回収などを促進し、資源の循環利用を進めます。また、市民には

事業者が行う店頭回収の利用を促進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①分別の徹底と分別収集の充実 市民に対して広報やホームページなどを利用し、分別

の徹底を呼びかけます。また、市が実施する「出前講座」

により、ゴミの分別方法について市民の理解を深めるよ

う努めます。 

今後、分別収集品目の拡充を検討するとともに、分別

されていない、または市が回収できないごみなど不適正

なごみへの取締りを強化します。 

 

②集団回収、拠点回収の充実 ごみの分別収集とリサイクルは、学校や自治会などと

連携して取り組みます。 

PTA 組織が行う集団回収*について、回収量に応じて

補助金を交付します。 

 

③事業者による資源回収の利用

促進 

事業者に対して販売した製品の自主回収への協力を

要請するとともに、市民に対しては店頭回収の活用を促

進します。 

● 

 

  

 

食品ロスとは、まだ食べられる食品を廃棄することです。 

国内で発生した食品ロスは、2015 年度の調査によると、1 年間で 646 万トンと推計さ

れ、国民１人あたりでは、年間 51kg に相当します。この量を普段から口にしているご飯茶

碗（150g）に置き換えてみると、国民一人ひとりが、年間で茶碗 340 杯分（約１日１杯

分）の食品を無駄に捨てていることになるのです。 

食品ロスの発生要因は大きく 3 つに分けられます。 

① 食卓にのぼった食品で、食べ切られずに廃棄されたもの（食べ残し） 

② 賞味期限切れなどにより消費されず、手つかずのまま廃棄されたもの（直接廃棄） 

③ 厚くむき過ぎた野菜の皮など、過剰に除去された可食部分（過剰除去） 

食品ロスを削減することは、環境面だけでなく、家計面から見ても大きなメリットにつな

がります。 

以下の取組を実践し、食品を有効に使い切りましょう。 

（１）「消費期限」と「賞味期限」の違い※を正しく理解する。 

（２）食材を「買いすぎない」「使いきる」「食べきる」。 

（３）残った食材は別の料理に活用する。 

 

 

⾷品ロスをなくそう 

※消費期限：期限を過ぎたら食べない方がよい期限 

賞味期限：おいしく食べることができる期限。この期限を過ぎて

もすぐに食べられないということではない。



 

30 

２－２ ごみの適正処理の推進 

 
(１) 計画的な収集・運搬計画 

排出されたごみを適正に処理するため、効率的な収集運搬体制を構築し、ごみ集積所の適

正な管理と、ごみ収集車の環境対応車両への更新を推進していきます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①計画的な収集・運搬体制の構

築 

ごみの収集・運搬については、現在の体制を維持しつつ

分別品目等に照らし合わせて随時見直しを行い、効率的か

つ適正な収集・運搬体制の構築に努めます。 

 

②環境対応車両の計画的な更

新（収集運搬車両） 

香川県生活環境の保全に関する条例に基づき、自動車排

ガス対策計画を策定し、収集運搬車両に関しては、環境対

応車両への計画的な更新を行います。 

 

③ごみ集積所の適正管理（ごみ

処理集積所管理システムの

構築） 

ごみ集積所の位置情報をまとめた管理台帳をごみ処理

集積所管理システムを用いてデータ管理し、ごみ集積所の

適正な管理に努めます。 

 

 
(２) 適正な中間処理及び最終処分計画 

ごみの中間処理について、環境への配慮や経済性などを考慮し、ごみの減量や処理に関す

る将来的な基本的方針を検討していきます。最終処分に関しては、施設をできるだけ長く使

うことができるよう、適正な維持運営を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①中間処理計画 中間処理については、委託処理方式を継続しつつ、2021

年の一般廃棄物処理基本計画の見直しに向けて、環境への

配慮や処理コストの削減などを考慮し、最も適切な中間処

理について検討を行います。 

 

②最終処分計画 市が管理運営する最終処分施設については、ごみの減量

化・資源化を進め、最終処分量を削減し、施設の延命化を

図ります。また、民間委託先の最終処分場については、搬

入されたごみが適正に処分されているか定期的に調査確

認し埋立処分の継続性を確保します。 

 

 

(３) 不法投棄・野焼き対策の強化 

ごみの適正処理を着実に実行するため、市民や事業者に対しごみの適正処理について啓発

を行うとともに、県や警察など関連機関と連携して不法投棄や野焼きなどごみの不適正処理

に対する監視や再発防止対策を強化していきます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①啓発活動の推進 市民や事業者に対して、ホームページや広報などを通じ

て、ごみの適正処理に関する情報を提供して適正排出を促

進します。 
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②不法投棄の取締り強化 廃棄物の不法投棄を早期に発見するとともに未然に防

止するため、県と協力し監視パトロールを実施します。発

見された不法投棄については、県や警察と連携し行為者を

特定し、厳しく取締りを行います。さらに、県や警察と情

報共有を図るため、産業廃棄物不法処理防止連絡協議会な

どで報告し、有効な対策について協議します。 

また、不法投棄が多発する地域については、禁止看板を

配布するなど再発防止に努めます。 

 

②野焼きの取締り強化 野焼きは、農林業や漁業でやむを得ず行うものなど一部

の例外を除いて原則禁止されています。 

野焼きは、ダイオキシン類*や微小粒子状物質（PM2.5*）

などの有害物質が発生するだけでなく、煙などによる悪臭

問題の原因ともなっています。 

市民や事業者に対して、野焼きに関する情報提供をホー

ムページや広報により行うとともに、実態把握を行い野焼

きが多発する地域についてはチラシを配布するなど啓発

を行います。 

また、野焼きによる不適正処理が発見された場合は、県

や警察と連携し行為者に対して厳しく取締りを行います。 

 

 
(４) 各主体との協力体制の確立 

国や県、近隣自治体と連携し、より効率的なごみ処理や新しいリサイクル技術など、ごみ

に関する様々な情報交換を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①市民、事業者、行政の連携 資源循環型社会*を構築するため、市民、事業者及び市

など各主体が役割を確実に実行することが重要となって

います。循環型社会*の構築に向けて、各主体との連携を

強化します。 

 

②国、県、近隣自治体との連携

強化 

廃棄物の資源循環について、国や県などとごみ処理技術

の動向について情報交換を行います。また、周辺市町など

とも一層連携を深め、継続的に情報交換が行える仕組みづ

くりを検討します。 

 

 
(５) 災害時における廃棄物処理の対応 

大規模な地震や自然災害が起こった場合に、災害廃棄物を迅速且つ適正に処理するための

計画づくりと、国や県、近隣自治体などとの協力体制の構築に取り組みます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①災害時における廃棄物処理

体制の整備 

2018 年３月に災害廃棄物処理計画を策定し、今後は最

新の知見や国の動向に応じて順次改定を行います。国、県、

近隣自治体、民間事業者などと、災害時における広域での

緊急応援体制の確立を検討します。 

● 
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２－３ 水循環の保全・創出 

 
(１) 水資源確保対策 

水源涵養の視点から、農地の維持保全活動を支援するとともに、造林事業への補助を行い

森林の整備・管理を進めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①農地の保全 農地を維持管理するための基礎的保全活動や、地域資

源の質的向上を図る活動などへ支援します。 

 

②森林、水源涵養林の保全・育成 森林組合や森林所有者などが行う造林事業（整理伐事

業、人工造林事業、下刈事業など）に対して、事業経費

の一部を補助します。 

また、2019 年度から森林環境譲与税（仮称）を財源

とした新たな森林管理システムにより、森林の多面的機

能の発揮について推進します。 

 

 
(２) 水の循環利用促進 

雨水貯留槽の活用による雨水利用や、雨水浸透枡*の設置により、水の循環利用を進めると

ともに、河川や下水道への負担を軽減し、大雨などの際の土地の浸水被害の抑制を図ります。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①雨水利用の促進 地下水の涵養を図るため、個人や事業所に対して、雨

水浸透施設の導入に関する啓発を行い、雨水利用を促進

します。 

● 

 
(３) 節水の促進 

貴重な水資源を無駄なく利用していくために、節水意識の啓発を行うとともに、節水を呼

びかけるイベントなどを実施します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①節水啓発活動の推進 香川県と県内８市９町で構成する節水型街づくり推

進協議会において作成した節水副読本「香川県の人びと

のくらしと水」を県内の小学４年生に配布し、節水意識

の向上を図ります。また、８月の節水ウィークに節水チ

ャレンジを実施し、節水についての啓発を行います。 
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各主体の役割（例示） 
 

 

市民の役割 

日々の生活において 

・ライフスタイルを見直し、ごみ自体を出さないよう努める 

・食品ロスを出さない調理、食事を心がける 

・家具等は修理するなどし、できるだけ長く使う 

・排出ルールに従ってごみの分別を行い、資源リサイクルに協力する 

・小型家電*等の資源回収に協力する 

買い物・外食のときなど 

・買い物にはマイバッグを持参し、過剰な包装を断る 

・食品ロスを出さない買い物、外食などを心がける 

・マイ箸を利用する 

・フリーマーケットやリサイクルショップ等を活用する 

 

事業者の役割 

日々の事業活動において 

・ペーパーレス化を進める等、資源の消費を抑える 

・ごみと資源の分別を徹底する 

・排出者処理責任を遂行する 

・災害廃棄物処理についての協力を検討する 

・雨水貯留設備を設置するなど、雨水の利用を進める 

食品の販売、食事の提供において 

・食品ロスを出さない調理、メニュー提供に取り組む 

・まだ食べられる廃棄食品の削減に取り組む 

・必要な量だけ買うことができるよう、ばら売りや量り売りを進める 

商品・サービスの販売、提供において 

・買い物客のマイバッグ持参を支援する 

・流通時の梱包材を必要最小限にし、製品の販売時は簡易な包装にする 

・販売した製品の店頭回収を行う 

・建設工事における廃棄物の発生を抑制する 
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自然共生 豊かな自然と共生するまちづくり 
 

施策の方向性 

水やみどり、多様な生き物によって創り出される豊かな自然環境は、人びとのくらしや心

の豊かさを育み、やすらぎを与えてくれる大切な存在です。 

自然環境の大切さを共有し、これらを守り育てていくという意識を育てながら、水やみど

り、豊かな生物の営みを保全し、人と自然のつながりを深める取組を進めます。 

 

基本施策 施策 

3-1 生物多様性の保全 

（1）生物多様性保全のための学習・参加の場の提供 

（2）生物の多様性の確保 

（3）外来種対策 

（4）野生生物の保護管理 

3-2 水とみどりの保全・創出・

活用 

（1）森林や河川などの自然の保全 

（2）里地・里山・里海の保全 

（3）公園・緑地の整備 

 

 

 

 

 

伊吹島 
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具体的な取組 

 
３－１ 生物多様性の保全 

 
(１) 学習・参加の場の提供 

市民や事業者が生物多様性の重要性について共通認識を持つために、自然観察会などの参

加型イベントを実施するとともに、市内の生物多様性に関する各種情報発信を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①自然観察会、イベント等の実施 市内で活動する民間団体と連携して自然観察会や自

然環境に関するイベントを開催し、市民の生物多様性へ

の理解促進を図ります。 

● 

②情報提供の充実 市内の自然資源や緑化など生物多様性に関する情報

をホームページを通じて発信します。 

 

 
(２) 生物の多様性の確保 

市内に生息・生育する貴重な動植物を保全するため、希少種の保護に関する啓発を進めま

す。また、市の木、市の花などをはじめ、保存木の維持・保全に努めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①希少生物の保全 香川県レッドデータブックに記載された生物種が多

く生育するなど、市内の貴重な野生生物の保護に関して

ホームページや広報を通じて普及啓発を行います。 

● 

②市の木、市の花、保存木の保全 「市の木」である「松」や「市の花」の「ツツジ」を

市民に広く周知し、「市の木」、「市の花」を大事にす

る心を養っていきます。 

また、県指定の保存木の維持に努めます。 

● 

 
 
 
  

市の花ツツジ かがわの保存木（生木の地蔵クス） 
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(３) 外来種対策 

ホームページなどを通じて、アライグマ、ヌートリアなどの外来生物による被害予防のた

めの情報提供を行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①特定外来生物*防除の実施 観音寺市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画

書に基づき、市内の生息状況や被害状況などを把握し、被

害の低減化や生息域の拡大を防止し、市内への侵入及び定

着の阻止を図ります。 

 

 
(４) 野生生物の保護管理 

有害鳥獣対策の適切な実施により、農業や市民生活への被害・影響の抑制に取り組みます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①有害鳥獣対策 猟友会などと連携し、農作物に被害をもたらすイノシ

シ、シカ、カラスなどの個体数の適正化を推進します。ま

た、被害防止に向けた近隣自治体との連携強化に取り組み

ます。 

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 
 

瀬戸内海国立公園にも含まれる名勝・琴弾公園には、

2km にわたって砂浜が続く有明浜が含まれています。有

明浜には海浜植物の大群落があり、「有明浜の海浜植物群

落」として観音寺市指定天然記念物に指定されています。

春から秋にかけ、海浜植物は、次々と可憐な花をつけ、訪

れる人びとを迎えてくれます。 

「有明浜の海浜植物を観察する会」は、この貴重な海浜

植物の生育環境を有する有明浜の保全に取り組んでいる団

体です。1995 年に、海浜植物に関心を持つ賛同者により

設立され、海浜植物の説明看板の設置、各種海浜植物の観

察会の実施、外来種*の除去、小学生・中学生を対象とした

海浜植物に関する学習などを実施しています。 

また、有明浜の海浜環境の維持・保全のため、「有明浜を

美しくする会」が毎月第２土曜日に有明浜の清掃活動をボ

ランティアで実施しています。 

有明浜と伊吹島は、海を渡る蝶「アサギマダラ」の飛来地となっており、「有明浜の海浜植物

とアサギマダラ飛翔会」が自然保護活動に取り組んでいます。春はスナビキソウの育つ有明浜に

飛来し、秋はフジバカマを求めて伊吹島に飛来することで知られています。 

このような豊かな海辺の自然環境をこれからも守り続けるとともに、市内外へ PR していくこ

とが望まれます。 

海辺の⾃然環境を守る活動 
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３－２ 水とみどりの保全・創出・活用 
 
(１) 森林や河川などの自然の保全 

本市が有する豊かな自然環境を将来へ引き継いでいくため、森林や河川などの自然環境を

適切に維持管理していきます。また、既存の親水空間や公園の維持、環境整備を継続し、市

民が親しめる自然空間づくりに取り組んでいきます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①森林保全の推進 森林組合や森林所有者などが行う造林事業（整理伐事

業、人工造林事業、下刈事業など）に対して、事業経費の

一部を補助します。 

また、2019 年度から森林環境譲与税（仮称）を財源と

した新たな森林管理システムにより、森林の適正な管理を

推進します。 

 

②河川環境の保全と活用 市の管理河川において、周辺環境との調和を図りながら

自然環境に配慮した整備と維持管理に努めます。 

 

③水辺の整備と活用 豊稔池遊水公園や大谷池の親水空間である大谷池遊歩

道、井関池周辺の植栽など水辺の維持管理に取り組みま

す。 

また、一ノ谷池親水公園や琴弾公園、一の宮公園など、

公園内の自然保護や維持管理を継続的に実施します。 

 

 
(２) 里地・里山・里海の保全 

市の環境を形成する貴重な自然である里地*・里山*・里海*を保全するため、農地やため池、

二次林*、漁場、水産資源、海岸などの保全に取り組みます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①里地・里山の保全 農道やほ場、パイプラインの整備など、土地改良事業の

推進により農業生産基盤の整備充実を図ります。中山間地

域においては、農業生産活動の維持と耕作放棄地の発生防

止に努めます。 

また、田園保全地域への支援、ため池、二次林*などの

里山*の保全を推進します。 

 

②里海の保全 燧灘海域の漁場環境の保全や水産資源を保護するため、

計画的に水質検査を実施するとともに、国や県など関係機

関と協力しながら海洋汚染の原因となる漂着漂流ゴミや

海底堆積ごみなどの廃棄物の回収処理に努めます。 

また、海水浴場などの海の利用環境の保全に努めるた

め、琴弾公園及び一の宮海岸の清掃活動などにも取り組み

ます。 
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(３) 公園・緑地の整備 

日常の中でふれあえる身近なみどりを広げていくため、公園の整備や、道路への植樹など、

市内にみどりの創出を進めるとともに、市民などによる緑化活動の普及を促進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①公園の整備と維持管理 公園の整備を行うとともに、地域住民の協力を得ながら

公園の適切な維持管理に努めます。 

 

②緑化の推進 公園内における緑地の確保、道路への植樹などの緑化を

推進するとともに、適切な維持管理に努めます。 

 

③緑化活動の促進 グリーンフェスティバルなど緑化の普及活動を推進し

ます。また、市民が主体的に行う緑化活動を推進します。 

 

 

 

 
  

一の宮公園・海岸  グリーンフェスティバル 

 

 

 

 

  

漁業の風景 農業の風景 
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各主体の役割（例示）  
 

市民の役割 

日々の生活において 

・生け垣や家庭菜園等、身近なみどりを育てる 

・街路樹や公園のみどりを大切にする 

・生きものを大切にする 

・外来生物について理解し、外から持ち込んだり地域へ放したりしない 

・自然観察会への参加等、動植物や身近な自然にふれあう機会をつくる 

・地域の緑化活動に参加する 

・アダプト制度*など、地域の公園やみどり空間の維持管理活動に参加する 

建て替えのときなど 

・屋上緑化・壁面緑化*を行う 

・地域の自然環境や生物多様性に配慮した植栽を取り入れる 

・既存木の保全に配慮する 

 

事業者の役割 

日々の事業活動において 

・屋上緑化・壁面緑化*、生垣設置等、事業所内の身近な緑化を進める 

・生物多様性に配慮したみどりの保全・創出に努める 

・地域や行政が行う緑化活動や、みどりの維持管理活動へ参加・協力する 

・事業所内のみどり空間を開放するなど、地域と一緒に楽しめるみどりづくりを行う 
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快適環境 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり 
 

施策の方向性 

清らかな水や空気、そして穏やかな住環境は、安全・安心で快適な暮らしを実現するうえ

で欠かせません。 

生活環境の維持・向上のため、国や県と連携を図りながら、大気汚染や悪臭、騒音などの

環境汚染の防止に取り組み、全ての人が快適で健やかに暮らせる地域づくりを進めます。 

 

基本施策 施策 

4-1 健康・快適な環境の保全 

 

（1）大気環境の保全 

（2）水環境の保全 

（3）土壌・地盤環境の保全と化学物質対策の推進 

（4）騒音・振動・悪臭・光害対策の推進 

4-2 美しいまちづくりの推進 （1）清掃・美化活動の推進 

（2）景観資源の保全 

 

   

  
山田川・柞田川の河川清掃
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具体的な取組 

 

４－１ 健康・快適な環境の保全 

 
(１) 大気環境の保全 

本市の良好な大気環境を保全するため、大気汚染の状況を把握するとともに、県と連携し

て事業者が排出する大気汚染物質の排出抑制に努めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①大気の調査・監視 大気汚染について、環境基準*項目などの監視を継続し、監視デ

ータを毎年公表します。 

また、必要に応じて近隣自治体との情報共有を図り、大気環境の

改善に連携して取り組みます。 

■環境基準*項目の監視 

県が市内に設置した大気汚染常時監視測定局（観音寺市役所測

定局）において、環境基準*項目のうち二酸化硫黄*や浮遊粒子状

物質*、二酸化窒素、光化学オキシダント*、微小粒子状物質

（PM2.5*）の５物質を 24 時間自動測定しています。 

光化学オキシダント*や微小粒子状物質については、環境基準*

値を超えると予測される場合は、県から市を通じて市民に注意喚

起を行っています。 

■市独自の監視 

本市では、近隣工場群や交通状況を考慮し、降下ばいじん*や

浮遊粒子状物質*、二酸化窒素の３物質を市内５地点で毎月測定

しています。 

 

②発生源対策 市内で発生する大気汚染物質の抑制に努めるため、県や警察と連

携して市民や事業者に指導を行います。 

■工場・事業場に対する法令遵守の徹底 

工場・事業場については、大気汚染防止法や香川県生活環境の

保全に関する条例、観音寺市公害防止条例により規制されていま

す。これら法令に基づき、規制基準等を遵守するよう、県と連携

して工場・事業場への指導を徹底します。 

■自動車排ガス対策の推進 

自動車の利用を控え、公共交通や自転車・徒歩による移動を促

進するため、自転車・歩行者道の整備やのりあいバス*の運行な

ど、歩行者・自転車や公共交通の利用環境を整備し、自動車の排

ガスの排出抑制を推進します。 

■野焼きの取締り強化 

野焼きは、大気汚染物質の一つである微小粒子状物質（PM2.5*）

が発生します。 

市民や事業者に対して、野焼きに関する情報提供をホームペー

ジや広報により行うとともに、実態把握を行い野焼きが多発する

地域については啓発チラシを配布するなど啓発を行います。 

また、野焼きによる不適正処理が発見された場合は、県や警察

と連携し行為者に対して厳しく取締りを行います。 
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(２) 水環境の保全 

本市の良好な水環境を保全するため、水質の環境基準*項目の監視を継続するとともに、公

共下水道や浄化槽、農業集落排水設備の整備など水質汚染防止対策を行い、汚水の適切な処

理を進めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①水質の調査・監視 公共用水域の水質汚濁について、県と調整しながら測定計画を策

定し、代表地点の環境基準*項目を継続的に監視し、監視データを

毎年公表します。 

また、必要に応じて近隣自治体との情報共有を図り、水質環境の

改善に連携して取り組みます。 

 

②発生源対策 法令に基づく排水基準遵守の指導を徹底します。 

■生活排水対策 

観音寺市生活排水処理構想に基づき、生活排水処理施設の整備

を計画的に推進します。 

１）公共下水道の整備 

老朽化が進んでいる施設や設備について、ストックマネジメン

ト*計画に基づき改築や更新を進めていきます。 

２）農業集落排水への接続の促進 

農村地域の水質保全に貢献するため、農業集落排水施設（田

野々地区、院内地区、本村地区）への接続を促進します。 

３）合併式浄化槽の整備 

浄化槽の設置及び、単独浄化槽から合併式浄化槽への転換を進

めるため、設置費用の一部を補助します。また、浄化槽の適切な

維持管理を指導します。 

■産業排水対策 

工場・事業場の排水については、水質汚濁防止法や香川県生活

環境の保全に関する条例など関係法令により規制されています。

これら法令に基づき、規制基準等を遵守するよう、県と連携して

工場・事業場への指導を徹底します。 

■畜産・農業排水対策 

水質汚濁物質である窒素やリンを含む排水が公共水域へ流入

し、河川や海域など公共用水域の水質汚濁を引き起こします。公

共用水域への汚濁物質の流入負荷を低減するため、事業者に対し

て家畜排せつ物の適正処理や適切な施肥などを県と連携して指

導します。 

 

③地下水の汚染防止

対策の推進 

地下水の水質汚濁は、汚水や化学物質が地下浸透することにより

引き起こされます。地下水の汚染を未然に防止するため、化学物質

を扱う工場・事業場に対して適正管理の徹底を呼び掛けるととも

に、農地への適正施肥の啓発を行います。 

 

 
(３) 土壌・地盤環境の保全と化学物質対策の推進 

本市の良好な土壌・地盤環境を保全するために、土壌汚染*の状況を把握するとともに、県

と連携して事業者に対して有害化学物質の適正管理を指導し、土壌汚染*の未然防止に努めま

す。 
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【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①土壌の調査・監視 県が実施するダイオキシン類*環境監視計画に基づく土壌調査に

より、市内のダイオキシン類*による土壌の汚染状況を調査します。 

 

②化学物質の適正使

用に関する指導 

化学物質を扱う工場・事業場に対して適正管理の徹底を呼び掛け

るとともに、農地への適正施肥の啓発を行います。 

 

 
(４) 騒音・振動・悪臭・光害対策の推進 

人の感覚に直接影響する騒音・振動・悪臭などの公害について、市内の発生状況を把握す

るとともに、規制地域における事業者に対しては規制基準の遵守の徹底などに努め、発生源

への対策を講じていきます。また、太陽光発電*システムの導入拡大に伴い発生している太陽

光パネルによる光害への対応策を検討します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規 

①騒音・振動対策 市内における騒音・振動の発生状況を把握するため、計画的に測定

を行い、騒音・振動の未然防止に努めます。また、測定データを毎年

公表します。 

■一般地域における騒音対策 

市内の環境基準*値が設定されている地域については、毎年２月

に騒音の発生状況を把握するため測定・評価を行っています。 

■自動車騒音・振動対策 

市内の自動車騒音については、騒音規制法に基づき、計画的に騒

音の測定・評価を行い、自動車交通による騒音の状況を把握してい

ます。得られた結果は環境省に報告するとともに、要請限度を超え

ている区間があった場合は道路管理者や公安委員会に報告してい

ます。また、市道についても低騒音舗装の整備を検討します。 

■工場・事業場の騒音・振動対策 

工場・事業場の騒音については、騒音規制法や振動規制法、観音

寺市公害防止条例により規制されています。これら法令に基づき、

規制基準等を遵守するよう、工場・事業場への指導を徹底します。 

■建設作業の騒音・振動対策 

建設作業の騒音・振動については、騒音規制法や振動規制法によ

り届出と規制基準の遵守が求められています。届出については、手

続き方法をホームページに掲載し、施工業者に届出を遵守するよう

促していきます。また、必要に応じて、現地調査や測定、行政指導

を行います。 

 

②悪臭対策 市内における悪臭の発生状況を把握するため、計画的に測定を行

い、悪臭の未然防止に努めます。 

■工場・事業場の悪臭対策 

工場・事業場で発生する悪臭は、悪臭防止法により規制されてい

ます。規制基準値を超える工場・事業場に対しては、規制値を遵守

するよう指導を徹底します。 

 

③光害対策 空き家や空地などで無秩序な拡大が懸念される小規模太陽光発電*

の設置による光害などへの規制対応を検討します。 
● 
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４－２ 美しいまちづくりの推進 

 
(１) 清掃・美化活動の推進 

ごみのない美しいまちづくりを推進するため、自主的に清掃・美化活動を行う市民や事業

者、民間団体への支援を行うとともに、ごみのポイ捨てなどマナーを改善するための啓発を

行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①清掃・美化活動への支援 自治会や民間団体が実施する清掃活動に対して、ごみ袋

や道具類の支給など、自主的な環境美化活動への支援を行

います。 

また、毎年２月及び７月に市内の海岸や河川敷の一斉清

掃を継続して実施します。 

 

②ポイ捨て等未然防止対策 不法投棄やポイ捨て、ペットのふん放置など生活環境の

美化を損ねるおそれがあるものについては、、自治会に対

して必要に応じて禁止及び啓発看板を配布します。 

 

 
(２) 景観資源の保全 

本市の特色を活かした良好な景観を維持していくため、有明浜の海岸風景などをはじめと

した豊かな自然景観や、遍路道などの歴史的、文化的景観の保全と形成を推進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①景勝地等の保全 本市は景観行政団体*として、風致地区内における自然

的景観の保全を図り、豊かな自然環境や歴史的、文化的景

観を活かした良好な景観の保全と形成を推進します。 

 

②文化的景観の形成 市内の文化的資源である、祭りの景観、遍路風景、産業

景観の保全に取り組みます。 

 

 
  

ちょうさ祭り 高屋神社から見た夜景 

  

歩き遍路 豊稔池堰堤 
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各主体の役割（例示） 
 
 

市民の役割 

日々の生活において 

・食器等に付着した油汚れは拭き取ってから洗うなど、水を汚さないよう心がける 

・殺虫剤や農薬等は、適切に使用し、化学物質の放出・漏出を抑える 

・騒音・悪臭・振動等による近隣への影響を発生させないように心がける 

・ポイ捨てをしないなど、マナーの向上を心がける 

・地域の美化を促進する活動へ参加する 

・地域の歴史・文化などに対する理解を深め、景勝地や景観資源などの保全を心がける 

 

事業者の役割 

日々の事業活動において 

・揮発性有機化合物（VOC）排出の少ない材料等を利用し、大気汚染の発生を抑制する 

・化学物質を適正に管理し、排出削減を図る 

・建設工事などによる騒音・振動などの発生を抑制する 

・公害関連の法令を遵守する 

CSR*活動において 

・地域の環境美化を促進する活動へ参加・協力する 

・市内の景勝地や景観資源などの保全に協力する 
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分野横断 環境を守り育てるひとづくり、地域づくり 
 

施策の方向性 

環境保全の取組は、一人ひとりの実践から始まり、その活動を核として市民、事業者、行

政など、地域に関わる全ての人が連携・協働することで、持続可能なまちづくりへとつなが

っていきます。 

環境に配慮した行動意識が市民に定着するために、環境活動を率いる人材を育てるととも

に、様々な主体が連携して環境活動に取り組むための基盤の構築を進めます。 

また、環境に配慮した事業活動の促進や、地域資源を活かした環境ビジネスの導入促進な

どにより、市内事業者と一体となった環境づくりを進めます。 

 

基本施策 施策 

5-1 環境を守り育てるひとづくり 

（1)環境学習の推進 

（2)学校における環境教育の推進 

（3)環境情報の発信 

（4)環境活動を率いる人材育成 

5-2 協働の仕組みづくり 
（1)各主体との連携強化 

（2)行政間連携による環境配慮 

5-3 環境ビジネスの促進 
（1)環境経営の促進 

（2)環境ビジネスの創出・育成 
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具体的な取組 

 

５－１ 環境を守り育てるひとづくり 

 
(１) 環境学習の推進 

市民や次代を担う児童生徒を対象に、環境イベントや講座の開催など、環境学習の機会を

提供します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①イベント、講座等による環境

学習の推進 

幅広い市民を対象としたイベントや講座などを開催し、

環境に対する理解促進を図ります。 

■小学生を対象とした「わくわく体験教室」の実施 

市内の小学４年生から６年生を対象に、１年間を通

じて農業体験や川の生き物調査など環境も含めた様々

な活動を行っています。 

2017 年７月には、柞田川で生物調査を行い、生き物

の種類により柞田川の水質を調べました。その結果に

ついては、環境省の「全国水生生物調査」に報告しまし

た。 

■市民を対象とした環境学習による学習機会の提供 

本市におけるごみ処理のあり方を市民と共に検討し

ていくため、ごみ処理における市民の意識向上を図る

ことを目的に学習機会の提供に努めます。 

 

 

小学生を対象とした環境学習 
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(２) 学校における環境教育の推進 

本市の次代を担う児童生徒に対し、さまざまな教科や総合学習の機会を活用した環境教育

を実施します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①授業を通した環境教育 小中学校において、様々な環境のテーマを扱った授業を実

施します。 

①小学校 

・動植物をテーマにした説明文教材の学習(国) 

・ごみの分別やリサイクルに関する学習(社) 

・水資源の活用の学習(社) 

・動植物のくらしや自然環境の学習(理) 

・節電節水の学習(総合) 

・植物の栽培活動(特) 

②中学校 

・動植物の観察や地球環境を考える学習(社・理) 

・公害問題の学習(社) 

・生物の生態系*の学習(理) 

 

②課外活動等を通した環境

教育 

学校の課外活動などにおいて、環境に関する体験学習や地

域の美化活動などを実施し、意識啓発を図ります。 

■香川用水の水源巡りの旅事業 

香川用水及び水資源に対する認識を深めるため、中学１

年生に早明浦ダムや香川用水施設への見学を実施します。 

■児童洋上学習事業 

自然環境のすばらしさを体験するため、小学４年生に伊

吹島における様々な活動を行います。 

■夏季休業中の自由研究課題 

夏季休業などを活用して、自然界や社会活動などについ

て調べ、自らの課題をもって探求する態度や自然や社会環

境を守ろうとする態度を育てます。 

■ふるさと応援活動(１校１社会貢献活動) 

校区内の道路や公園などの清掃活動など、地域のために

役立つ活動や環境美化活動を行うことで、地域の一員とし

ての自覚を高め、ふるさとを大切にしようとする態度を育

てます。 
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(３) 環境情報の発信 

本市の環境の現状について理解を深め、市民や事業者の環境保全活動を促進するため、環

境に関する各種情報をホームページを活用して提供するとともに、環境白書（観音寺市の環

境）の発行により、環境基本計画の進捗と本市の環境の現状を明らかにします。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①環境に関する情報発信 環境に配慮した暮らし方などの情報や、県・市の環境イ

ベント・講座、助成制度など環境に関する各種情報をホー

ムページや広報で適宜発信します。 

 

②環境白書の発行 市の環境に関する現状について、「観音寺市の環境」と

して毎年ホームページで公表します。 

 

 
 
(４) 環境活動を率いる人材育成 

市民や事業者の環境保全活動を促進するリーダーの育成を進めるため、香川県の環境監視

員制度などを活用して人材育成を促進するとともに、市独自で制度や育成方法などを検討し、

人材育成に努めます。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①環境人材の育成講座の実施 市民へ県の環境監視員や地球温暖化防止活動推進員へ

の登録をホームページなどで呼びかけるとともに、市独

自の環境推進員などの育成を検討します。 

● 

  
  

市民による清掃活動 エコ・アダプトロードの活動 
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５－２ 協働の仕組みづくり 

 
(１) 各主体との連携強化 

市全域に環境保全の取組を波及させるためには、市民や事業者が個別で行う活動が有機的

に結び付き、各主体が連携する環境を構築することが重要です。各主体の連携を強化するた

め、市ではイベントの開催やアダプト制度*などを活用して交流する場を提供します。また、

市民と観光客等の交流を促進するため、瀬戸内海の豊かな海産物の消費を通じた魚食文化の

伝承や料理の紹介などを行います。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①市民・民間団体の環境保

全活動の促進 

清掃活動へのごみ袋や道具類の支給など、市民や団体など

による自主的な環境活動を支援します。 

 

②民間団体等の交流する場

の提供 

市が主催するイベントや制度を活用し、民間団体等の交流

を促進します。 

■「グリーンフェスティバル」の開催 

毎年「グリーンフェスティバル」を開催し、緑化の普及

活動を推進します。 

■アダプト制度*の推進 

市民が市道の里親としてボランティアで清掃などの管

理を行う「エコ・アダプトロード」、市民参加による身近

な公園の維持管理を行う「アダプトパーク」などの制度の

推進に継続的に取り組みます。 

 

③地産地消の促進 地元の魚を使用した料理(魚のさばき方)教室を通じた魚食

文化や魚食の普及に努めます。また、食生活改善推進員など

の料理教室により、レタスなど地元食材の活用や生産者など

との協働による地元食材を使用した新しいレシピの開発を

食育の取組とも連携し、市民の地元農産物・水産物の購買意

欲を高め、地元消費を促進していきます。 

 

 
(２) 行政間連携による環境配慮 

節水や水の循環利用などの本市を含む近隣自治体共通の課題について、香川県及び県内自

治体と連携した取組を推進します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①香川県、近隣自治体等との連

携による環境活動 

香川県と県内８市９町で構成する節水型街づくり推進

協議会に参加し、連携して水の循環利用と節水型街づくり

を推進します。また、市の環境課題について、県や近隣自

治体との情報交換を行い、更なる連携強化を検討します。 
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５－３ 環境ビジネスの促進 

 
(１) 環境経営の促進 

環境に配慮した事業活動を促進するため、ISO*14001 環境マネジメントシステム*やより簡

便なエコアクション 21*などの環境経営に係る事業者の認証取得を促進します。また、環境に

配慮した優れた取組について、事業者を認証するための表彰制度の実施などを検討します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①事業者による環境配慮型事

業活動の促進 

ISO*、エコアクション 21*などの環境に配慮した経営に

関する認証について、事業者への情報提供を行います。ご

みの減量など環境に配慮した取組を行っている事業者に

ついて、優良な事例の紹介や表彰の実施などを検討しま

す。 

● 

 
(２) 環境ビジネスの創出・育成 

本市の優れた環境を活用したグリーンツーリズム*など、地域資源を活かした環境ビジネス

の導入促進など、地域の産業振興にもつながる活動を支援します。 

【具体的な取組】 

取組 内容 新規

①地域資源を活かした環境ビ

ジネスの促進 

自然や文化、農産物などの地域資源を活かした地場産業

の振興のため、グリーンツーリズム*などの取組を行う民

間団体などへの助成を行います。 

また、地域資源を活かした事業に関する PR を行うこと

で、普及を図っていきます。 

● 
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各主体の役割（例示） 
 
 

市民の役割 

日々の生活において 

・環境に関する本や記事などを読み、環境に関する理解を深める 

・「エコ・アダプトロード」、「アダプトパーク」など、地域の環境の維持管理や、清掃・ 

美化活動などに取り組む 

・環境教育・学習プログラム、講習会、イベント等へ参加する 

・環境監視員、地球温暖化防止活動推進員として登録し、活動する 

・食材などの地産地消を心がける 

 

事業者の役割 

日々の事業活動において 

・環境に配慮した経営に取り組む 

・エコアクション 21*など、環境経営に関する認証と適切な運用に努める 

・地域の農林水産物の地産地消を図り、地場産業の発展と環境保全に貢献する 

・環境配慮技術・製品の開発や製造など、新たな環境ビジネスにチャレンジする 

CSR*活動において 

・環境教育・学習プログラム、講習会、イベント等へ参加・協力する 

・地域住民向けの環境講座等を実施する 

・従業員研修や社会貢献活動の一環として、環境学習や環境活動を実施する 

・環境に関する情報提供を行う（環境報告書の作成・公表など） 
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⼈が輝く⾥⼭ 〜五郷地区の魅⼒発信〜 

2011 年に発足した「五郷里づくりの会」では、五郷の住民全員が会員という形で、「できることを

できるときに」と、力を合わせて活動してきました。2013 年には、地域住民が自ら材木の切り出しな

どの作業に従事し、この地域で古くから使われていた水車を復元し、水車のある里山*の風景を再現す

ることができました。 

また、年間を通じて、会員がガイドなどの役割を務める「里山*歩き」や「グリーンツーリズム*」な

どのイベントを開催し、市内外へ地域の魅力を発信しています。 

郷土料理 竹馬づくり 水車小屋の建設 

これらのイベントでは、そば打ちやみかん狩りなどの体

験や、郷土料理のお弁当づくりなども、全て会員が自ら企

画・提供しています。 

このような活動が評価され、2017 年には、中国四国農

政局の「ディスカバー農山漁村の宝」に選定されました。

里山*の豊かな自然資源や文化資源を活かし、住民が一

体となって地域の活性化に向けた活動を続けている五郷

地区の取組を発端に、市内や市外の人びととの交流が生ま

れ、地域資源の保全や、地域の新たな魅力発見につながっ

ていくことが期待されます。 

孫嫡子神社 五郷水車 内野々三部神社 

内野々観音堂 

豊稔池ダム

地域の見どころをめぐる里山歩き・グリーンツーリズム
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第５章  環境像の実現に向けた重点戦略 

重点戦略１: かんおんじの水とみどりをまもりそだてる 
 

目 的  

本市は瀬戸内の豊かな海に面し、市の特産物である「いりこ」や「かまぼこ」など豊富

な水産資源を活用した産業が発展しています。また、瀬戸内海国立公園に指定されている

海岸線や伊吹島などの島しょを有しており、市民にとってやすらぎを与える場にもなって

います。このように本市と密接なかかわりがある海を健全な状態で次世代に引き継いでい

くことは私たちに課せられた重要な責務です。 

そのため、海浜・海域環境の保全に加え、ため池や河川などの「水」を守り育てる取組

を行うとともに、里地*・里山*などの「みどり」を守り育てる取組を進めます。 

 

【達成目標を実現するための活動目標】 

指 標 現状値（2017 年度） 目標値（2022 年度） 

水質環境基準*達成率 

（河川 BOD*） 

（海域 COD*） 

100％

14％

100％

100％

汚水処理人口普及率 58.5％ 65.0％

海岸・河川清掃参加人数 4,418 人 5,000 人

学校給食における地産地消比率 

※香川県内で生産された農産物・水産物等 
40.5％ 45.5％

水道の１人１日あたり平均使用量 324L/人・日 319L/人・日

林野面積 4,379ha（2016 年度） 維持

 
 
 
 
 
  

第５章 

森と里と海は

密接に結びつい

ています。 

出典）京都大学フィールド科学教育研究センター
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内 容  

１）豊かで美しい海をまもりそだてる 

観音寺の美しい海浜環境や海洋の水質の保全、海の恵みである水産資源を守り育てる

取組を推進します。 

 自然豊かな有明浜に代表される海浜環境をまもります。希少な野生動植物の生息・生育環

境の保全や海岸の清掃などの美化活動の推進により、多くの人が訪れる美しい海岸をまも

ります。 

 美しい海をまもるため、工場などの排水対策や下水道整備などの生活排水対策を推進し、

河川や海域の水質を保全します。 

 恵み豊かな瀬戸内の海をまもるため、水産資源の保護を進めるとともに、多くの人にその

恵みを知ってもらうため魚食文化の普及や地産地消の取組を進めます。 

 

２）親しみあるため池や河川をまもりそだてる 

海にそそぐ河川環境の保全、本市を特徴づけるため池を守り育てる取組を推進します。

 市民や観光客が親しむことのできる水辺空間である豊稔池などのため池や河川などの維持

管理を、市民や事業者とともに行います。親水空間を観光施設として積極的に PR し、そ

の活用を図ります。 

 近年の豪雨災害などの災害に強いだけでなく、生き物の生息・生育環境としてもすぐれた

多自然河川の整備を推進します。 

 降水量の少ない本市では、ため池を整備して農業用水として利用するなど水を大切に使っ

てきました。その伝統を大切にし、水を大事に使う意識の醸成を図ります。 

 

３）人と自然とが共生する里地・里山をまもりそだてる 

本市のみどりは、農地や里山*など、人と自然との共生により守られてきました。農地

や里山*の持つ役割を十分に理解し、本市のみどりを守り育てる取組を推進します。 

 水を涵養し農地や河川を潤すだけでなく、多くの生き物の生息・生育の場となる森林や里

山*を健全な状態で維持するための管理を推進します。 

 市内の田園景観や街並み景観を形成する農地などの里地を保全するため、適切な土地利用

の維持や農地の管理、景観の保全を推進します。 

 雨水の貯留と活用、里地*・里山*の保全により健全な水循環を確保します。 
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重点戦略２: かんおんじの空をまもりそだてる 
 

目 的  

本市の心地よい環境は、良好な空気が維持されることで守ることができます。加えて、

現在の大気環境には地球温暖化に伴う気候変動*によって、熱中症や豪雨災害の増加、農作

物の栽培への影響などさまざまな影響を私たちに与える恐れがあります。地球温暖化によ

る影響を最小限にするためには、2050 年までに温室効果ガス*の排出量を現在の 1/5 まで

減らす必要があると言われています。さらに、IPCC*の最新の報告（2018 年 10 月）では、

地球の気温上昇を産業革命前と比べて 1.5℃に抑えるためには、全世界の二酸化炭素排出量

を 2050 年頃に正味ゼロにする必要があるとされています。 

また、きれいな空気は私たちの健康的な暮らしに必要不可欠です。そのため、かんおん

じの良好な「空」を守り育てるために、省エネルギーやごみの発生抑制*、再生可能エネル

ギー*の活用や公共交通の利用促進、大気環境の保全に取り組みます。 

 

【達成目標を実現するための活動目標】 

指 標 現状値（2017 年度） 目標値（2022 年度） 

家庭系一般廃棄物の１人１日あたりの排

出量（し尿を除く） 
646g/人日 635g/人日

一般廃棄物の再資源化*率 24.1％ 27.0％

環境基準*超過時間 

（光化学オキシダント*） 

（微小粒子状物質（PM2.5*）） 

802 時間

19 日

改善を図る

改善を図る

悪臭苦情件数 30 件 減少

のりあいバス*利用者数 203 人/日 300 人/日

市域エネルギー消費量 8,339TJ*（2013 年度） 7,666TJ*

市域温室効果ガス*総排出量 830 千 t-CO2/年

（2013 年度）

721 千 t-CO2/年

（2013 年度比 13％削減）

太陽光発電*システム導入容量（累積） 59,776kW 73,000kW

市有施設の太陽光発電*システム導入量 124kW 250kW

街路灯（LED*）設置数 714 か所 1,300 か所

クールシェア*スポット登録数 6 件 15 件
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内 容  

１）きれいな空気をまもりそだてる 

良好な大気環境を守り育てるため、大気汚染の原因となる物質の排出を抑制する取組

を推進します。 

 ごみの発生抑制*や再使用*、再資源化*を推進し、大気汚染物質の排出量の低減に貢献しま

す。 

 心地よい空気をまもるため、ごみの適正処理を推進するとともに、工場・事業場の排出ガ

ス対策や悪臭対策を促進し、大気環境を保全します。 

 公共交通機関や自転車の利用環境の整備を進め、自動車からの利用転換を促進し、自動車

排出ガスの発生を抑制します。 

 

２）身近なエネルギーを上手につかう 

地球温暖化による気候変動*をできるだけ抑えるため、私たちの暮らしや活動を見直

し、温室効果ガス*の排出量を大きく減らす取組を推進します。 

 住宅や事務所、市有施設の省エネルギー化を推進し、低炭素*社会の実現に向けて取り組み

ます。 

 温室効果ガス*削減と気候変動*の影響への備え、地域経済の活性化という３つの課題を解

決するために、太陽光発電*など再生可能エネルギー*の導入を促進するとともに、蓄電池

など蓄エネ設備の導入によりエネルギーの地産地消を推進し、温室効果ガス*の排出量を減

らします。 

 

３）気候変動に賢く対応する 

世界中が温室効果ガス*の削減に多くの努力をはらっても気温の上昇は避けられない

と言われています。近年の豪雨災害のような気候変動*による影響に十分に備えるための

取組を推進します。 

 気候変動*によって想定される豪雨による災害発生の防止や災害発生時の対応力を強化し、

市民の安全・安心を確保します。 

 熱中症に対する予報や予防の周知、市有施設や民間施設でのクールシェア*などの取組によ

り暑さ対策を推進します。 

 農作物に対する影響に対する調査を行い、香川県と連携しつつ栽培作物の変更や品種改良

などの対策を推進します。 
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重点戦略３: かんおんじの人をまもりそだてる 
 

目 的  

本市の豊かな環境は、環境美化活動や自然保護活動、田畑の営農などの生産活動によっ

て保全されてきました。本市が有する豊かな環境を将来へ継承していくためには、環境に

配慮した行動を実践する市民や事業者の存在が欠かせません。環境に配慮した市民や事業

者を育てるため、地域の環境の保全を担う人づくり、地域の環境をより良いものとするた

めの市民や地域による協働の仕組みづくり、持続可能な社会や経済を作るための地域づく

りに取り組みます。 
 

 

【達成目標を実現するための活動目標】 

指 標 現状値（2017 年度） 目標値（2022 年度）

環境学習参加者数 335 人/年 400 人/年

環境推進員の養成数（累積） 12 人 16 人

買い物袋持参率 
９％

※市内大型スーパー７店舗から

徴収したデータ

40％

エコ・アダプトロード団体数 41 団体 46 団体

香川県認定環境配慮モデル製品数（累積） １製品 ３製品

地域移輸出入収支額* 

※公表データが更新された場合に採用 
-379 億円（2013 年度） 改善を図る

 
 
  地域の特性を活かし

て自然や人、経済の結

びつきを深め持続可能

な社会を目指していく

「地域循環共生圏」の

考え方が国の環境基本

計画では示されていま

す。 

出典）環境省「第五次環境基本計画の概要」（2018 年４月）」
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内 容  

１）かんおんじの環境をまもり育てるひとづくり 

本市の豊かな環境を守り育て、持続可能な社会をつくる基盤となる人づくりを推進し

ます。 

 次代を担う児童生徒に対し、授業を活用した環境教育・学習に加え、地域を知り地域をま

もり育てる意識を醸成するための課外活動を活用した環境体験学習などの機会やプログラ

ムの充実を図ります。 

 市民や事業者向けの環境学習講座や環境イベントの開催などの機会をとおし、環境に配慮

した活動の促進を図るとともに、環境保全活動をけん引するリーダーとなる人材の育成に

取り組みます。 

 環境に配慮した活動に市自らが率先的に取り組むため、職員研修の開催などにより、職員

の環境への意識向上を図り、市役所内における省エネや環境配慮の取組を促進します。 

 

２）かんおんじの環境をまもり育てる仕組みづくり 

本市の豊かな環境を守り育てるための人や組織が活動しやすい仕組みづくりを推進し

ます。 

 市内の美化や自然保護活動など、様々な環境活動を行う市民や団体などへの支援を行い、

自主的な環境保全の取組を促進します。 

 市民や事業者が実施する地域の環境保全活動を促進するため、市道や公園・ため池などの

清掃や維持管理を行うアダプト制度*を推進するとともに、市民や事業者のふれあいの場と

してイベントや環境学習を実施し、市民や事業者の連携を推進します。 

 

３）かんおんじの環境をまもり育てる地域づくり 

本市の社会や経済が持続可能なものとなるように、本市の環境や資源を賢く活用する

地域づくりを推進します。 

 太陽光発電*や小水力など再生可能エネルギー*の地産地消を進めることで、地域経済の活

性化につなげるとともに、持続可能な社会経済の形成に向けた事業活動を促進します。 

 瀬戸内の海産物を利用した新たなレシピや製品の開発など水産振興や、有機栽培や農薬使

用の低減などの環境に配慮した農業の促進、水産資源や里地*・里山*管理などの地域の資

源管理の充実など、本市の豊かな環境の基盤となる地域づくりを促進します。 
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第６章  家庭や事業所での環境配慮行動 

１ 家庭で実践！節約にも役立つ省エネ術と地球にやさしい行動 

 

リビング 年間節約額 CO2 削減量 ﾁｪｯｸ 

テレビの使用時間を 1 日 1 時間減らす 450 円 9.9kg 

テレビ画面は明るすぎないように設定する 730 円 15.9kg 

冷房時のエアコンの室温は 28℃を目安にする 820 円 17.8kg 

暖房時のエアコンの室温は 20℃を目安にする 1,430 円 9.2kg 

エアコンのフィルターを月 2 回程度清掃する 860 円 18.8kg 

エアコンの使用時間を 1 日 1 時間減らす 490 円 9.2kg 

照明（白熱電球）の使用時間を 1 日 1 時間減らす 530 円 11.6kg 

パソコンの使用時間を 1 日 1 時間減らす 850 円 18.5kg 

こたつ布団に上掛けとこたつ敷布団をあわせて使う 880 円 19.1kg 

こたつの設定温度を低めにする 1,320 円 28.7kg 

風呂・トイレ 年間節約額 CO2 削減量 ﾁｪｯｸ 

こまめにシャワーを止める 3,300 円 29.0kg 

お風呂は間隔をあけずに続けて入る 6,880 円 87.0kg 

電気便座のふたを閉める 940 円 20.5kg 

電気便座の設定温度を低くする 710 円 15.5kg 

温水洗浄便座の洗浄温水の温度を低くする 370 円 8.1kg 

 
  

第６章 

節約度・省エネ度チェック！

体感温度

アップ！ 

カーディガン 
+2.2℃ 

ひざ掛け 
+2.5℃ 

ソックス 
+0.6℃ 

寒いからといって、設定温度を上げる前に

着るものを工夫しよう！ 

暖房時は 
⼯夫して！ 
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洗濯・掃除 年間節約額 CO2 削減量 ﾁｪｯｸ 

洗濯物はまとめて洗う 3,980 円 3.5kg 

衣類乾燥機と自然乾燥を併用する 10,650 円 231.6kg 

部屋を片づけてから掃除機をかける 150 円 3.2kg 

キッチン 年間節約額 CO2 削減量 ﾁｪｯｸ 

冷蔵庫の設定温度を適切に設定する（「強」から「中」に） 1,670 円 36.2kg 

冷蔵庫は壁から適切な間隔で設置する 1,220 円 26.5kg 

冷蔵庫にはものを詰め込まない 1,180 円 25.7kg 

冷蔵庫は無駄な開閉をしない 280 円 6.1kg 

電気ポットの保温時間を減らす 2,900 円 63.1kg 

ガスコンロの炎が鍋底からはみ出さないようにする 430 円 5.4kg 

食器を洗うときは温水を低温に設定する 1,580 円 20.0kg 

買い替えで省エネ 年間節約額 CO2 削減量 ﾁｪｯｸ 

エアコンを買い換える 4,698 円 103.0kg 

冷蔵庫を買い換える 5,697 円 107.0kg 

液晶テレビを買い換える 3,618 円 79.0kg 

白熱電球から LED*ランプへ買い換える 2,430 円 52.8kg 

 

 
  

① 明るさセンサー 

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動

調整する機能です。画面が必要以上に明るくな

ることを防いで、消費電力量を抑えます。 

一定時間信号がないと、OFF になる機能です。 

※節電機能の名称や機能はメーカーによって異なります。

設定の仕方も様々なので、取扱説明書を確認しましょう。

② 無信号自動 OFF 

③ 無操作自動 OFF 

省エネの 

コツ！ 

一定時間操作をしないと、OFF になる機能です。 

省エネモードを活用しよう！ 

【出典】「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬（2017 年 8 月）」「省エネ性能カタログ 2017 年冬版」（資源エネルギー庁）
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リビング  ﾁｪｯｸ 

食材は必要な量を考えて買う 

料理は食べ切れる量を作る 

調理時は、野菜や果物の皮を過剰に除去しないようにする 

余ったおかずは冷凍保存する 

冷蔵庫の整理日を決めて定期的にチェックする 

買い物 ﾁｪｯｸ 

詰め替え可能な商品や長持ちする商品を選ぶ 

買い物にマイバッグを持参する 

省エネ性能の高い家電製品を選ぶ 

ごみ捨て ﾁｪｯｸ 

生ごみの水切りをする 

資源はきちんと分けて、資源回収に出す 

使用済み小型家電*は回収ボックスへ 

ルールやマナーを守って、ごみ集積所をきれいに使う 

庭・ベランダ ﾁｪｯｸ 

緑のカーテン*を育て、夏の日差しをやわらげる 

庭、ベランダ、屋上、壁面など、身近な場所でみどりを育てる 

身近な街路や公園などで、地域のみどりを育てる活動に積極的に参加する 

移動 ﾁｪｯｸ 

徒歩、自転車や公共交通機関（電車・バス）などを利用する 

ふんわりアクセルのやさしい発進などエコドライブ*に努める 

電気自動車*やハイブリッド車などを利用する 

 
  

2,000 時間
*1×27 円/kWh

*2×54W
*3＝2,916 円 一般電球 60 形 

2,000 時間
*1×27 円/kWh

*2× 8W
*3＝ 432 円 電球型 LED ランプ 

ＬＥＤ照明の節約効果 

出典）「住まいの照明省エネ BOOK」（「あかりの日」委員会）、

COOL CHOICE ウェブサイト（環境省）をもとに作成

ＬＥＤで

省エネ！ 

*1)年間点灯時間：2,000 時間（1日 5～6時間点灯した場合） 

*2)電気代：電力量 1kWh あたり 27 円（税込）公益社団法人 

全国家庭電気製品公正取引協議会 

2014 年 4 月 28 日改定による新電力料金目安単価 

*3)消費電力：一般電球 54W、電球型 LED ランプ８W 

１年間で 2,484 円お得！

未来のために！地球にやさしく賢い行動

⻑く使えて
お得！ 
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新築・増改築 ﾁｪｯｸ 

太陽光発電*、太陽熱温水器を設置する 

屋上緑化・壁面緑化*を取り入れる 

雨水タンクを設置する 

屋根、外壁、床、窓ガラスなどの断熱性能を高める 

省エネ性能の高い給湯器を設置する 

節水型トイレを設置する 

高断熱浴槽を設置する 

庇を設置する 

HEMS*を導入する 

休日を利用して ﾁｪｯｸ 

野外や旅行先でのアクティビティをとおして自然と親しむ 

自然観察会や環境イベントなどに参加する 

地域の美化活動、環境保全活動などに参加する 

その他日常における心がけ ﾁｪｯｸ 

家庭での電気、ガス、水の使用量を把握する 

ペットは責任を持って飼う 

外来生物について理解し、外から持ち込んだり、地域へ放したりしないようにする 

 
 
 
 
 
 
  

エコ住宅に採用されている様々な設備 

エコ住宅は快適
で体にも環境に
もやさしい！ 

エコ住宅で

省エネ！ エコ住宅は、高気密高断熱、緑化、太陽光発電*、蓄電池、LED*照明、高効率給湯

器*など、様々な環境配慮の工夫を取り入れた住宅で、快適性にも優れています。
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２ 事業所で実践！経費削減にも役立つ省エネと環境に配慮した事業活動 

 

日々の業務の中で 

冷房時の室温は 28℃を目安にする 

暖房時の室温は 20℃を目安にする 

エアコンの使用時間を 1 日 1 時間減らす 

エアコンや換気口のフィルターを月 2 回程度清掃する 

照明の使用時間を 1 日 1 時間減らす 

パソコンの使用時間を 1 日 1 時間減らす 

エレベーターの使用を控え、階段を利用する 

OA 機器を省エネモードに設定する 

節水やペーパーレス化など、省資源化に取り組む 

事業所内のエネルギー使用量を把握し、省エネ、節電に努める 

省エネ機器を導入する 

移動するとき 

徒歩、自転車や公共交通機関を利用する 

ふんわりアクセルのやさしい発進、アイドリングストップ*などエコドライブ*に努める 

電気自動車*やハイブリッド車などを利用する 

事業活動に必要な物品を購入するとき 

グリーン購入*に努める 

梱包材・容器包装などの減量化に努める 

商品サービスを製造、販売提供するとき 

調達・調理を工夫し、食品ロスの削減に努める 

製品の販売時は簡易な包装にする 

買い物客のマイバッグ持参を促進する 

ばら売りや量り売りを進める 

効率の良い配送や運送に努める 

製品のライフサイクルをとおして、環境負荷を減らす工夫をする 

周辺地域や地域住民の生活環境に配慮する 

工場事業所等からの汚染物質の排出を抑制する 

化学物質の環境中への放出漏出を防止する 

 
 
 

賢い選択は日々の事業活動から！
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廃棄物を処理するとき 

製品の製造・流通・廃棄の各段階において、ごみの減量、再利用、リサイクルを推進する

産業廃棄物として適正に処理する 

集積所を清潔に維持管理する 

事業所の設置、増改築を行うとき 

騒音・振動・悪臭を発生させない構造、配置等を採用し、周辺の環境に配慮する 

雨水貯留設備を設置するなど、雨水の利用を進める 

太陽光発電*、太陽熱利用機器など、再生可能エネルギー*を導入する 

高効率な自家発電設備の導入を進める 

省エネ性能の高い空調・熱源機器・照明器具などを取り入れる 

屋上緑化・壁面緑化*など、事業所内の緑化を進める 

BEMS*を導入する 

その他事業活動における環境貢献 

地域の自然環境の保全活動に参加・協力する 

地域の生態系*に配慮する 

事業活動内容、事業に伴う環境負荷の状況、環境保全のための取組内容等について、情

報を公開・発信する 

環境に関する社会貢献活動（CSR*活動）を事業所の姿勢としてアピールする 

行政が実施する環境講座やイベントに参加・協力する 

事業所内を積極的に緑化し、適切に維持管理する 

事業所内のオープンスペースを開放するなど、地域の人と一緒に楽しめるみどりづくり

を行い、地域社会に貢献する 

環境経営に関する認証の取得と適切な運用に努める 

カーボン・オフセット*などの制度を活用し、温室効果ガス*排出量の削減を図る 

地域の農林水産物の地産地消を図り、地場産業の発展と環境保全に貢献する 

環境配慮技術・製品の開発や製造など、新たな環境ビジネスにチャレンジする 

 

  温度ムラを解消しよう。 

 

省エネの 

コツ！ 温かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まるため上下に温度差ができます。 

温度ムラは下記のような場所・場合にも発生します。 

★窓ガラスの近く 

★OA 機器の近く 

★窓や出入り口のすきま 

★空調機器の設置場所や

吹き出し風向が不適切

サ ー キ ュ レ ー
タ や 扇 ⾵ 機 を
利⽤して、室内
の 温 度 ム ラ を
解消しよう！ 

夏 冬 
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第７章  計画の進行管理 

１ 推進体制 

本計画は、市民・事業者・市による取組のもとで推進します。 

計画の着実かつ効果的な推進に向け、下図に示すような計画推進体制を整備し、市民や事

業者の取組の促進や計画の進行管理を行います。 
 

 
図 15 計画の推進体制図 

 
庁内推進体制による進行管理 

計画の進行管理は、副市長を委員長とする「観音寺市環境基本計画策定推進委員会」によ

る確認・決定のもとで行います。 

計画推進に際して必要な部門間調整や各種の調査・検討に関しては、観音寺市環境基本計

画策定推進委員会のもとに設置する「観音寺市環境基本計画策定推進部会」において行いま

す。 

 

環境審議会による進捗評価等 

市長の附属機関である「観音寺市環境審議会」を定期的に開催し、計画や事業の進捗状況

の評価や見直し等に関する意見を聴取します。 

 

関係行政機関との連携 

国や香川県が実施する環境施策のほか、近隣自治体をはじめとする他行政機関の動向を注

視し、事業を効果的に推進するうえで必要な連携強化を図ります。  

市民 事業者

観音寺市 

観音寺市環境基本計画 

策定推進委員会 

事務局（生活環境課）

関係行政機関 

国 

香川県 

他自治体 

評価・意見 報告・諮問 

取組の促進、進捗状況の公表 

連携 

報告 

検討・調整 

指示・承認 

報告 

観音寺市環境審議会 

観音寺市環境基本計画 
策定推進部会 

第７章 
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２ 進行管理の方法 

本計画の推進においては、PDCA*サイクルに基づく点検・評価や見直しを行い、計画の継続

的な改善を図ります。 

計画の進行管理に際しては、①計画の進行管理に係る全期間の PDCA*と、②事業の進行管

理に係る毎年度の PDCA*から成る 2 種類の PDCA*サイクルを多層的に運用します。前者の

PDCA*サイクルについては、長期にわたる計画期間の途中段階に中間見直しの機会を設け、計

画の改善につなげます。 

 
図 16 PDCA サイクルによる計画推進 

 

第 2次観音寺市環境基本計画の策定 

2018 年度 

市民、事業者、市による

環境配慮行動の実践 

2019 年度～2027 年度 

取組状況の点検・評価 

次期計画の策定 

2022 年度（予定） 

毎年度   ※実施結果は一般に広く公表する 

計画の中間見直し 

事業計画の立案 Plan 

事業の実施 Do 

実施結果（前年度）の点検・評価Check

事業計画（翌年度）の改善 Act 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

ACT 

2027 年度（予定） 
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第８章  資料編 

１ 観音寺市環境基本条例 

 
平成 17 年 10 月 11 日 

条例第 114 号 

改正 

平成 30 年６月 29 日条例第 38 号 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条―第９条） 

第３章 環境の保全及び創造に関する施策等（第 10 条―第 19 条） 

第４章 環境審議会（第 20 条―第 26 条） 

附則 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造についての基本理念を定め、市、事業者及び市民の

責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の健康で文化的な生活の確保に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ

って、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に

伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の状態又は水底の底質が

悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康

又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物

及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

３ この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層

の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の

環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民

の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が守られ、かつ、より質の高いものと

して将来の世代へ継承され、及びその恵沢を市民が等しく享受することができるように適切

に行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること

を目的として、全ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならな

い。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることに鑑み、地球環境

の保全に資するように積極的に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、本市の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び

第８章 
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これを実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生

ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図らなけれ

ばならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに

伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら進んで努めるとともに、市が実

施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減並びに環

境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に

協力する責務を有する。 
 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、並びに実施

するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき総合的かつ計画的に行うものとする。 

（１）大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、及び生

活環境を保全すること。 

（２）生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとと

もに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全を図ること。 

（３）歴史的文化的遺産と一体をなす環境を保全するとともに、地域の特性を生かした潤い

と安らぎのある快適な環境を創造すること。 

（４）資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用、廃棄物の減量等の推進を図ることに

より、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築すること。 

（５）地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境の保全に資すること。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観

音寺市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）環境の保全及び創造に関する施策の大綱並びに長期的な目標 

（２）前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な

事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たり、あらかじめ第 20 条に規定する観音寺市環境審議

会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境報告書） 

第９条 市長は、市民に対し環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策の

実施状況等を明らかにするため、毎年度環境報告書を作成し、公表しなければならない。 
 

第３章 環境の保全及び創造に関する施策等 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境の保全及び創造について十分配慮しなければならない。 
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（規制の措置等） 

第 11 条 市は、公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置を講じ

なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

（環境の保全に関する施設の整備等） 

第 12 条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資す

る公共的施設の整備及び環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措

置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他自然環境の適正な整備及び健全な利用

のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（資源の循環的な利用の促進） 

第 13 条 市は、資源の循環的な利用を積極的に推進し、廃棄物の減量と環境への負荷の少ない

持続的な発展が可能な社会の構築に努めるものとする。 

（教育、学習等の振興） 

第 14 条 市は、環境の保全及び創造に関する教育学習等の振興並びに広報活動の充実により、

事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境

の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずる

ものとする。 

（自発的な活動を促進するための措置） 

第 15 条 市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体（以下「民間団体等」とい

う。）の環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進されるように、必要な措置を講ずる

ものとする。 

（情報の提供） 

第 16 条 市は、第 14 条の環境の保全及び創造に関する教育学習等の振興並びに前条の民間団

体等の自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利、

利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適

切に提供するよう努めるものとする。 

（調査の実施等） 

第 17 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

２市は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必

要な監視、巡視、測定及び検査の体制を整備するものとする。 

（施策の調整等） 

第 18 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するに当たって

は、これを調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力等） 

第 19 条 市は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組みを必要とする施策については、国

及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。 
 

第４章 環境審議会 

（審議会の設置及び所掌事務） 

第 20 条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、観音寺市環境審議会 

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議

する。 
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（組織及び任期） 

第 21 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）識見を有する者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）事業者 

３ 委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。但し、補欠委員の任期は前任者の残

任期間とする。 

４ 委員（第２項第１号及び第３号に掲げる者につき委嘱された委員を除く。）が委嘱されたと

きにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。 

（会長及び副会長） 

第 22 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（専門部会） 

第 23 条 審議会は、必要があるときは、特定事項を調査審議するため専門部会（以下「部会」

という。）を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 前条第３項の規定は部会長に、同条第４項の規定は副部会長に準用する。 

（議事） 

第 24 条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は委員の半数以上の、部会はその部会に属する委員の半数以上の出席がなければ会

議を開くことができない。 

３ 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。 

（幹事及び庶務） 

第 25 条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、審議会の会務を処理する。 

４ 審議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。 
 

（委任） 

第 26 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 
 

附則 

この条例は、平成 17 年 10 月 11 日から施行する。 

附則（平成 30 年６月 29 日条例第 38 号） 

この条例は、平成 30 年７月１日から施行する。 
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２ 策定の経緯 

観音寺市環境審議会 

観音寺市環境審議会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

区分 氏名 備考 

1 号委員 田井 英隆 香川県農業協同組合常磐支店統括支店長 

浅野 信 香川県農業協同組合豊南地区営農センター

副センター長 

山路 博文 観音寺漁業協同組合代表理事組合長 

國土 修平（2016.9～2018.8） 
三豊・観音寺市医師会（観音寺常会 会長）

尾崎 貴視（2018.9～） 

小橋 力郎（2017.12～2018.12）

嶋田 和明（2019.1～） 

一般財団法人 阪大微生物病研究会観音寺

研究所総務部長 

川崎 正幸 観音寺商工会議所副会頭 

久保 等 観音寺市自治会連合会長 

小西 武利 識見を有する者 

白川 忠義（2016.9～2018.8） 識見を有する者 

片木 治男（2016.9～2018.8） 識見を有する者 

篠原 武廣（2018.9～） 識見を有する者 

田中 正二（2018.9～） 識見を有する者 

２号委員 平尾 茂之 香川県西讃保健福祉事務所長 

瀧 幸治 観音寺労働基準監督署長 

３号委員 濱田 達郎（2018.1～2019.1） 
東洋炭素(株)生産技術センター長 

 小野一孝（2019.2～） 

幹事 平岡 敬次 生活環境課長 

※ 1 号委員 識見を有する者 

2 号委員 関係行政機関の職員 

3 号委員 事業者 

 

 

観音寺市環境審議会 開催日程 

開催日 会議 

2018 年１月 18 日 平成 29 年度環境審議会 

2018 年７月 10 日 第１回環境審議会 

・諮問 

2018 年 10 月 25 日 第 2 回環境審議会 

2019 年 1 月 10 日 第 3 回環境審議会 

2019 年３月 14 日 第 4 回環境審議会 

・答申 
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観音寺市環境基本計画策定推進委員会、部会 

観音寺市環境基本計画策定推進委員会名簿 

委員 

副市長◎ 健康福祉部長 

市民部長○ 建設部長 

政策部長 経済部長 

総務部長 教育部長 

◎：委員長  ○：副委員長 

 
観音寺市環境基本計画策定推進委員会、部会 開催日程 

開催日 会議 

2018 年７月９日 第３回観音寺市環境基本計画策定推進委員会 

第１回観音寺市環境基本計画策定推進部会 

2018 年 10 月 15 日 第４回観音寺市環境基本計画策定推進委員会 

第２回観音寺市環境基本計画策定推進部会 

2018 年 12 月 27 日 第５回観音寺市環境基本計画策定推進委員会 

第３回観音寺市環境基本計画策定推進部会 

2019 年３月 12 日 第６回観音寺市環境基本計画策定推進委員会 

 
市民及び事業者からの意見の聴取等の経過 

民等の意識調査 

2018 年７月中旬 

～2018 年８月下旬 
市民等の意識調査 

 
市民意見の募集（パブリックコメント） 

2019 年２月～３月 パブリックコメント 
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３ 市民等の意識調査結果 

調査の概要 
対 象 市民 事業者 在学者 
母 集 団 市内全世帯 市内の全事業所 市内小学校 

サンプル数 2,000 100 498 

抽 出 方 法 
住民基本台帳から年齢、男
女の比率を考慮して無作為
抽出 

従業員 10 人以上の事業所か
ら従業員数階級別に同数程度
を無作為抽出 

全数 

対 象 者 
住民基本台帳登録者 
（18 歳以上～80 歳未満） 

事業所の総務担当者等 小学 5 年生 

調 査 項 目 
 

１属性（性別・職業・年齢・
居住人数・住宅状況・居住
地など） 

２環境に関する情報源 
３居住地区の環境に対する

満足度及び重要度 
４大切な環境 
５エコ活動の取組状況 
６エコ設備の利用状況 
７取り組むべき施策 
８自由意見 

１属性（社名・住所・連絡先・
業種・従業員規模など） 

２環境問題に関する認識 
３環境保全活動の実施状況 
４取り組むべき施策 
５自由意見 
 
 
 

１属性（学校名・性別） 
２身のまわりの環境で感じ

ること、大切だと思うこと
３大切な環境 
４日常での取り組み 
５授業で教わった中で関心

があること 
６環境への興味・関心 
７自由意見 

実 施 時 期 2018 年 7 月～8 月 2018 年 7 月～8 月 2018 年 7 月 

回 収 率 
回答合計：638/2,000 
回収率 ：31.9％ 

回答合計：49/100 
回収率 ：49.0％ 

回答合計：486/498 
回収率 ：97.6％ 

 
調査結果 

市民 

[問１～６]属性  

 

 

42.6%

57.4%

問1 性別

N = 612

男

女

9.0%
0.2%

30.1%

8.5%
1.1%

2.9%3.4%

10.9%

12.1%

1.3%

17.6%

2.9%問2 職業

N = 614
農林業（農・畜産・林業の従事者）

水産漁業（水産・漁業の従事者）

会社員・会社役員

自営業主（［小規模な］工場主、商店主、個人企業経営者）及びその手伝い

自由業（医師、裁判官、弁護士、代議士、芸術家、作家など）

教員

教員以外の公務員（国家・地方公務員、警察官、消防士など）

専業主婦・主夫

パート・アルバイト（学生を除く）

学生

無職

その他
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[問７]市の環境に関する情報源について 

・市の広報誌を情報源とする市民が多いことから、広報を通じて環境に関する情報発信を行うこと

で、啓発の効果を高めることができると考えられます。 

・観音寺市のホームページを情報源として活用している市民の割合が限られることから、情報発信

手段としてのさらなる活用を図っていくことが必要です。 

・世代によって情報の取得手段に違いがあることなども考慮し、環境に関する情報発信や情報提供

の手法を工夫し、世代に応じた効果的な情報提供や啓発を行っていくことが必要です。 

  

0.6%

8.8%

14.4%

14.3%

17.3%

21.5%

23.0%

問3 年齢

N = 623

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

6.1%

31.2%

22.4%

20.8%

9.5%

10.0%

問4 居住者人数

N = 621

1人

2人

3人

4人

5人

6人

86.6%

2.7%

0.3%

10.3%

問5 住宅状況N = 621

戸建（所有）

戸建（賃貸）

集合（所有）

集合（賃貸）

17.1%

48.9%

21.2%

12.8%

問6 居住地区(地域区分）N = 626

観音寺北部地域

観音寺東部地域

観音寺中南部地域

観音寺西部地域

81.4

11.4

2.9

15.7

21.0

31.5

1.9

10.9

1.8

 0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%

観音寺市の広報紙(n=507)

観音寺市のホームページ(n=71)

インターネット（市のホームページ以外）(n=18)

テレビ・ラジオなどの放送(n=98)

新聞・書籍などの印刷物(n=131)

家族・知人など、人から聞いて(n=196)

環境に関するセミナーやイベント(n=12)

特に情報を得ていない(n=68)

その他(n=11)

問7 環境に関する情報源 N = 623
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[問８]居住地区の環境に対する満足度及び重要度  

 

・重要度が比較的高いものの、満足度が低い項目としては、「公共交通の利便性」、「歩道、自転車

道の充実」となっており、市民にとって利用しやすい交通環境の整備は今後取り組むべき課題で

あると考えられます。 

・その他、満足度が比較的低い、「公園、親水空間等の充実」、「環境学習の場や機会の多さ」など

も、さらなる取組が望まれます。 

 
  

63.4

69.7

57.3

48.6

24.5

37.4

33.4

22.0

58.8

46.1

67.4

50.2

47.8

17.6

17.1

27.5

22.2

32.9

37.1

42.9

38.1

38.8

35.8

28.1

35.0

22.3

33.8

33.2

29.0

28.4

8.3

6.6

8.6

12.0

29.1

22.5

24.9

37.0

10.6

16.5

9.5

14.1

16.7

46.6

49.0

0.7

1.3

1.0

1.7

2.7

1.2

2.7

3.7

1.8

1.8

0.5

1.8

2.0

5.3

4.3

0.2

0.2

0.2

0.7

0.8

0.8

0.2

1.5

0.7

0.5

0.3

0.2

0.3

1.5

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①空気のきれいさ(n=604)

②居住地周辺のにおい（悪臭がしないこと）(n=607)

③水（海・河川・池等）のきれいさ(n=604)

④居住地周辺の静けさ(n=599)

⑤まち中の街路樹などの緑の多さ(n=601)

⑥自然の豊かさ(n=599)

⑦公園、親水空間等の充実(n=595)

⑧動物、虫、魚など身近な生き物の豊かさ(n=600)

⑨ごみ出しマナーの徹底(n=605)

⑩リサイクルのしやすさ（資源回収の場の充実）(n=605)

⑪安定した水資源の確保(n=601)

⑫歩道、自転車道の充実(n=604)

⑬公共交通の利便性(n=603)

⑭歴史的・文化的遺産と調和したまち(n=601)

⑮環境学習の場や機会の多さ(n=602)

問8 居住地区の環境に関する「重要度」

重要 やや重要 どちらともいえない やや重要ではない 重要ではない

29.9

20.6

7.2

24.0

10.6

22.1

6.6

8.5

13.5

10.1

23.5

4.5

2.9

4.0

3.1

39.7

37.6

26.4

35.9

26.7

36.6

18.8

22.5

37.8

30.9

40.9

17.0

11.7

17.9

11.3

20.8

18.2

36.5

20.8

45.3

33.0

44.5

52.7

28.8

35.7

27.6

34.1

32.8

64.8

68.1

7.6

16.5

23.7

14.4

13.3

6.4

20.6

13.4

14.0

17.1

6.3

30.1

30.6

9.7

13.4

1.9

7.0

6.2

4.8

4.0

1.9

9.5

2.9

5.9

6.1

1.6

14.3

22.0

3.5

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①空気のきれいさ(n=629)

②居住地周辺のにおい（悪臭がしないこと）(n=625)

③水（海・河川・池等）のきれいさ(n=625)

④居住地周辺の静けさ(n=624)

⑤まち中の街路樹などの緑の多さ(n=622)

⑥自然の豊かさ(n=621)

⑦公園、親水空間等の充実(n=618)

⑧動物、虫、魚など身近な生き物の豊かさ(n=621)

⑨ごみ出しマナーの徹底(n=622)

⑩リサイクルのしやすさ（資源回収の場の充実）(n=624)

⑪安定した水資源の確保(n=616)

⑫歩道、自転車道の充実(n=622)

⑬公共交通の利便性(n=618)

⑭歴史的・文化的遺産と調和したまち(n=620)

⑮環境学習の場や機会の多さ(n=621)

問8 居住地区の環境に関する「満足度」

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満
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[問９]あなたにとっての「大切な環境」について 

自然系 
公園 226 件

１ 一の宮公園･海岸 103 件
２ 琴弾公園 84 件
３ 萩の丘公園 16 件

４ 大野原中央公園 ５件
５ 五郷山公園 ４件
６ 魚見山森林公園 ２件

 その他 12 件
海・海岸・島  105 件
１ 有明浜 81 件

２ 伊吹島 ５件
３ 三豊干拓 ３件

４ 
  

瀬戸内海 ２件

室本海岸 ２件
  その他 12 件

池・ダム  64 件

１ 
豊稔池・豊稔池遊水公園・豊
稔池堰堤 

56 件

２ 五郷ダム ３件
３ 大谷池 ２件

４ 井関池 １件
５ 粟井ダム １件
  その他 １件

川  53 件
１ 財田川 22 件
２ 柞田川 18 件

３ 一ノ谷川 ７件
 その他 ６件

 

文化系 
寺・神社 61 件

１ 高屋神社 14 件
２ 雲辺寺 11 件
３ 琴弾八幡宮・観音寺 ９件

４ 粟井神社 ６件
５ 萩原寺 ４件
６ 井上宗像神社 ２件

 その他 15 件
文化・教育・福祉等の施設 59 件
１ 観音寺市総合運動公園 29 件

２ 
ほっとはうす萩（子育て支援
センター） 

４件

３ 
観音寺市豊浜総合体育館（す
ぽっシュ TOYOHAMA） 

３件

４ 旧萩原小学校 ２件

５ 山田グラウンド ２件
６ 中央図書館 ２件
 その他 17 件

歴史・伝統文化 42 件
１ 銭形砂絵「寛永通宝」 28 件
２ 平塚古墳 ５件

３ ちょうさ会館 ３件
 その他 ６件

 

・自然と触れ合うことのできる公園や、海岸、河川、ため池などへの支持が多数を占めており、自然
資源を大切と考える市民が多くなっています。豊かな自然環境を引き続き維持・保全していくこ
とが望まれます。 

 
回答数が多かった場所の理由(抜粋) 
一の宮公園･海岸（103 件） 
・芝生と砂浜が憩いの場である。公園や海岸で自然とふれあえる。 
・松林があり、海が美しく、夕日も綺麗なところ。 
・県外からも多くの客が訪れ、地域住民にとっても憩いの場となっている。 
琴弾公園（84 件） 
・たくさんの黒松がある場所なので、大切にしなくてはいけない。 
・市民や観光客の方が観音寺市の歴史や自然に触れるために貴重な公園。 
・みどりの木が多く季節の花が咲き、子供がのびのびと自然に触れて遊べる。 

有明浜（81 件） 
・貴重な海浜植物や小動物が住み続けられるように守って次世代に残したい。 
・白い砂浜と松の整備がされていてごみが少なくきれい。 
・貴重な海浜植物が多数生息している。 
豊稔池・豊稔池遊水公園・豊稔池堰堤（56 件） 
・日本最古の石積式マルチプルアーチダムである。国の重要文化財に指定されている。 
・自然豊かな山並みと調和してすばらしい。 
・四国八十八景に選定されている。ダムの放流もあり、荘厳な姿が楽しめる。 
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[問 10]家庭におけるエコ活動の取組状況について 

45.0

41.1

27.9

46.0

31.5

57.7

37.4

40.4

65.2

55.1

57.4

48.4

11.1

22.5

10.8

45.3

20.4

42.7

1.2

6.0

41.4

38.8

28.1

32.3

16.7

9.4

18.8

31.0

23.9

27.4

15.2

28.7

19.1

29.4

30.7

22.9

27.2

34.6

10.2

15.9

5.7

7.7

8.5

11.1

32.7

9.3

30.9

22.1

8.4

9.5

8.5

13.9

31.8

29.1

42.1

18.9

30.8

13.5

51.3

47.4

5.9

5.2

5.5

6.8

13.2

4.0

10.0

4.6

1.8

3.0

3.2

3.3

23.6

14.0

6.9

7.1

16.5

5.8

24.7

19.8

2.0

7.2

30.0

3.8

6.0

19.5

2.8

1.8

0.7

5.1

15.7

5.7

14.4

5.1

9.5

5.8

5.1

3.5

12.7

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①冷房時、エアコンの設定温度を１℃上げる。(n=611)

②暖房時、エアコンの設定温度を１℃下げる。(n=598)

③ガス・石油ファンヒーターの設定温度を１℃下げる。(n=587)

④状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の

利用を含む）。(n=606)

⑤テレビ画面の明るさを抑えている（省エネモードにしている）。(n=600)

⑥パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（スリープな

ど）に切り替えている。(n=594)

⑦冷蔵庫の温度設定を夏は（中）以下、他の季節は（弱）にしている。

(n=601)

⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている。(n=606)

⑨手洗い、シャワー等不必要に流したままにしない。(n=606)

⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにしている。(n=603)

⑪温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている。(n=599)

⑫自動車をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転を心がけている。

(n=610)

⑬公共交通機関（電車・バス）、自転車、徒歩での移動を心がけてい

る。(n=597)

⑭電気・ガス・水などの使用量を記録し、前月や前年の数値と比較して

いる。(n=609)

⑮自然環境の知識や情報に接している。(n=592)

⑯庭木や家庭菜園など、身近なみどりを育てている。(n=603)

⑰買い物に行くときはマイバッグを持っていく。(n=607)

⑱詰め替え商品を利用する、リサイクルショップを利用するなど、物を

繰り返し使う工夫をしている。(n=607)

⑲環境に関するイベントやセミナーなどに参加する。(n=599)

⑳地域の美化や緑化などのボランティア活動に参加する。(n=605)

問10 家庭におけるエコ活動の取組み状況

いつも行っている 時々行っている 今後行いたい 今後も行わない 該当なし
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・冷暖房、給湯器、照明などの使用における省エネや節水など、身の回りでできるエコ活動に多く

の市民が取り組んでいます。 

・環境に関するイベントやセミナー、地域の美化などのボランティア活動に参加している市民は少

ないものの、「今後行いたい」と回答した市民が約 47.4％を占めているため、市民参加の機会を

創出していくことが望ましいと考えられます。 

・エコ活動に取り組まない理由として、「効果があると思えないから」と回答した市民の割合が大

きい項目として、「冷房時、エアコンの設定温度を 1℃上げる」（約 46.9％）、「暖房時、エアコ

0

0

3.7

2.7

0

0

2

3.8

22.2

5.9

5.9

13.3

43.9

3.8

2.6

9.8

1.2

7.4

31.3

34

0

3.8

0

2.7

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

0

0

0.8

0

0

3.8

0

10.8

16.7

13.6

38.8 

3.8

33.3

17.6

17.6

6.7

24.4

58.2

18.4

46.3 

38.1 

29.6

9.9 

10.7

46.9

46.2

37.0

27.0

21.2

31.8

16.3

19.2

11.1

23.5

5.9

26.7

1.6

7.6

10.5

2.4

13.1

7.4

8.4

3.9

0

0

11.1

16.2

4.5

4.5

0

3.8

0

11.8

5.9

6.7

10.6 

0

0

0

2.4

18.5

0

1

3.1

3.8

0

0

0

22.7

0

0

11.1

0

11.8

13.3

4.9

2.5

15.8

4.9

1.2

3.7

6.9

5.8

12.5

11.5

18.5

18.9

34.8

22.7

30.6

34.6

11.1

23.5

23.5

33.3

3.3

22.8

47.4

19.5

31

22.2

35.9

31.1 

37.5

30.8

29.6

21.6

21.2

4.5

12.2

34.6

11.1

17.6

29.4

0

11.4

5.1

5.3

12.2

13.1

11.1

6.9

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理由①冷房時、エアコンの設定温度を１℃上げる。(n=32)

理由②暖房時、エアコンの設定温度を１℃下げる。(n=26)

理由③ガス・石油ファンヒーターの設定温度を１℃下げる。(n=27)

理由④状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機

能の利用を含む）。(n=37)

理由⑤テレビ画面の明るさを抑えている（省エネモードにしている）。
(n=66)

理由⑥パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（スリー

プなど）に切り替えている。(n=22)

理由⑦冷蔵庫の温度設定を夏は（中）以下、他の季節は（弱）にしてい

る。(n=49)

理由⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている。(n=26)

理由⑨手洗い、シャワー等不必要に流したままにしない。(n=9)

理由⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにしている。(n=17)

理由⑪温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている。(n=17)

理由⑫自動車をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転を心がけて

いる。(n=15)

理由⑬公共交通機関（電車・バス）、自転車、徒歩での移動を心がけ

ている。(n=123)

理由⑭電気・ガス・水などの使用量を記録し、前月や前年の数値と比

較している。(n=79)

理由⑮自然環境の知識や情報に接している。(n=38)

理由⑯庭木や家庭菜園など、身近なみどりを育てている。(n=41)

理由⑰買い物に行くときはマイバッグを持っていく。(n=84)

理由⑱詰め替え商品を利用する、リサイクルショップを利用するなど、

物を繰り返し使う工夫をしている。(n=27)

理由⑲環境に関するイベントやセミナーなどに参加する。(n=131)

理由⑳地域の美化や緑化などのボランティア活動に参加する。

(n=103)

問10 家庭におけるエコ活動の取組み状況 [今後も行わない理由]

時間がかかるから お金がかかるから 手間がかかるから 効果があると思えないから

使い勝手のよい製品がないから 自分には関係ないから 特に理由はない その他
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ンの設定温度を 1℃下げる」（約 46.2％）、「ガス・石油ファンヒーターの設定温度を 1℃下げ

る」（約 37％）、「パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（スリープなど）に

切り替えている」（約 31.8％）などがあり、省エネルギーの効果について、情報提供を行い、取

組の意義を伝えていくことが必要と考えられます。 

・エコ活動に取り組まない理由として、「手間がかかるから」と回答した市民の割合が大きい項目

として、「電気・ガス・水などの使用量を記録し、前月や前年の数値と比較している」（約 58.2％）、

「庭木や家庭菜園など、身近なみどりを育てている」（約 46.3％）、「冷蔵庫の設定温度を夏は

（中）以下、他の季節は（弱）にしている」（約 38.8％）、「買い物に行くときはマイバッグを

持っていく」（約 38.1％）などがあり、こういった取組を呼びかけることにより意識啓発を行っ

ていく必要があります。 

・取組割合の低い傾向がある、若い世代に対する啓発や意識向上のための工夫が求められます。 

 
[問 11]家庭におけるエコ設備の利用状況について 

 

・身近な省エネ行動やエコ活動と比較して、費用のかかるエコ設備の導入はあまり進んでいないた

め、導入加速のためには、設備の普及策の検討が必要です。 

 
  

16.6

4.5

13.1

2.5

0.8

1.7

26.2

3.5

66.1

42.5

10.3

0.5

2.9

4.1

3.7

2.3

2

1.8

1.5

6

2.7

18.1

8.4

11.4

2.6

3.4

79.3

91.8

84.6

95.5

97.3

96.7

67.8

93.8

15.8

49.1

78.3

96.9

93.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①太陽光発電システム(n=604)

②生ごみ処理機(n=601)

③太陽熱温水器・ソーラーシステム(n=603)

④雨水貯水槽(n=598)

⑤エネファーム（家庭用燃料電池）(n=597)

⑥住宅用エネルギー管理システム（HEMS）(n=583)

⑦断熱窓（複層ガラス又は二重窓）(n=600)

⑧屋上・壁面緑化(n=593)

⑨LED照明(n=607)

⑩高効率給湯器（エコジョーズ、エコキュート）(n=605)

⑪電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車(n=604)

⑫V2H（電気自動車用充給電装置）(n=604)

⑬蓄電池（定置式）(n=596)

問11 家庭におけるエコ設備の利用状況

利用している 利用の予定がある 利用の予定はない
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[問 12]環境基本計画で取り組むべき施策について 

・「子どもに対する環境教育」を重視する市民が多く、環境への意識向上を図っていくうえで、子

どもから大人への波及なども考慮し、将来を担う世代へのアプローチを促進していくことが求め

られています。 

・「環境に配慮したまちづくり」への関心が非常に高いことから、市民が住みやすい、働きやすい、

過ごしやすいと感じるような環境づくりが必要と考えられます。 

・市民の環境に関する意識向上を図るため、市の環境施策に関する情報発信などの啓発をより一層

進めていくことが必要です。 

  

40.3

62.0

30.7

27.1

46.1

38.0

34.8

57.2

48.8

30.0

56.2

54.7

37.3

43.9

44.1

33.8

3.8

1.5

5.2

6.9

8.7

7.9

8.5

3.3

7.1

6.5

7.9

11.3

8.0

10.3

12.6

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境に関する情報提供(n=608)

②子どもに対する環境教育(n=613)

③市民等に対する環境学習の機会の提供(n=610)

④市民や事業者などによる連携の促進(n=609)

⑤環境配慮設備などの導入費用の補助(n=612)

⑥団体等への環境活動費用の支援(n=611)

⑦市による先進的な環境配慮技術の率先的な導入(n=610)

⑧環境に配慮したまちづくり(n=610)

問12 環境基本計画で取り組むべき施策の「重要度」

重要 普通 重要でない わからない
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事業者 

[問２～４]属性 

 

 

 
[問５]環境への影響に関する対策について 

・今後も事業活動による環境への影響を注視し、適切な対策が取られるよう、事業者へ促していく

必要があります。 

 

  

4.3%

0.0%

12.8%

21.3%

4.3%

0.0%

6.4%

23.4%

4.3%
0.0%

2.1%

8.5%

0.0%

0.0%

6.4%
2.1%

0.0%
4.3%問2 業種

N = 47

農業、林業 漁業

建設業 製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業

運輸業、郵便業 卸売業、小売業

金融業、保険業 不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 教育、学習支援業

医療、福祉 その他のサービス業

公務 その他

32.7%

22.4%

22.4%

22.4%

問3 事業所の種類

N = 49

事務所（製造設備を設

置していない）

工場（製造設備を設置

している）・農場・漁港

店舗

その他

51.0%

14.3%

20.4%

6.1%

8.2%

問4 従業員数

N = 49

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300人以上

37.0

42.6

26.1

34.8

24.4

26.7

35.6

27.3

6.5

4.3

8.7

6.5

11.1

2.2

2.2

2.3

56.5

53.2

65.2

58.7

64.4

71.1

62.2

70.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大気への汚染対策(n=46)

②河川・海域への水質汚濁対策(n=47)

③土壌・地下水への汚染対策(n=46)

④騒音対策(n=46)

⑤振動対策(n=45)

⑥悪臭対策(n=45)

⑦オゾン層破壊物質（フロン等）の使用の抑制対策(n=45)

⑧有害物質の使用の削減対策(n=44)

問5 環境への影響を緩和する対策 行っている 行っていない 該当なし
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[問６]環境管理の取組状況について   

・環境管理は全ての事業所に関係するものであるため、事業所に対する普及啓発や支援策などの検

討が望まれます。 

 
[問７]温室効果ガス*削減目標・削減計画について 

・事業活動による温室効果ガス*削減のため、事業者に対する啓発などの働きかけが必要です。 

 
[問８]地球温暖化対策の取組状況について 

・実施率が比較的低い取組について情報提供や啓発を行い、事業者による地球温暖化対策を加速さ

せていく必要があります。特に、「カーボン・オフセット*の活用」や「低炭素*電力の調達」など

は、認識・理解が進んでいない可能性が考えられるため、普及啓発などの対策が望まれます。 

 
  

25.0

20.8

14.3

47.9

10.4

6.3

12.2

12.5

6.3

8.3

6.1

2.1

58.3

64.6

67.3

37.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境保全のための指針・ガイドラインの策定(n=48)

②認証制度を利用した環境マネジメントの実施(n=48)

③環境報告書（CSR報告書）の作成・公開(n=49)

④社員に対する環境教育(n=48)

問6 環境保全活動の実施状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし

21.7  26.1  52.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問7 温室効果ガス削減目標 N = 46
温室効果ガス排出削減目標を設定し、具体的な削減計画を策定している

温室効果ガス排出削減目標の設定を検討している

今後も検討しない

25.0

45.8

54.2

23.4

31.9

4.3

10.6

25.0

25.0

20.8

12.8

23.4

15.2

23.4

12.5

4.2

2.1

23.4

17.0

21.7

19.1

37.5

25

22.9

40.4

27.7

58.7

46.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①再生可能エネルギー等の導入(n=48)

②建物・施設の省エネルギー化(n=48)

③省エネルギー設備・機器等の導入(n=48)

④エネルギーマネジメントシステムの導入(n=47)

⑤次世代自動車の導入(n=47)

⑥カーボン・オフセットの活用(n=46)

⑦低炭素電力の調達(n=47)

問8 地球温暖化対策の取組状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし
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[問９]廃棄物減量・資源循環の取組状況について 

・今後、ごみの分別や適正な処理にとどまらず、廃棄物の減量や再使用*の 2R*に注目した施策展開

等により、事業系廃棄物のさらなる削減を図っていくことが必要です。 

 
[問 10]生物多様性保全の取組状況について 

・事業活動による生物多様性への影響に関する理解を促進し、事業者が取り組むことができる生物

多様性保全に関する情報や取組の機会の提供が必要です。 

 
[問 11]環境ビジネスの取組状況について 

・環境ビジネスに関わりのある市内事業者の事業活動を PR するなど、普及促進のための取組の展開

などを検討していくことが必要です。 

 
  

16.7

51.1

79.2

87.5

22.9

25.5

12.5

8.3

16.7

0 

0 

0 

43.8

23.4

8.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①廃棄物ゼロに向けた取組(n=48)

②事業活動による廃棄物の減量(n=47)

③資源の分別・リサイクル(n=48)

④発生した廃棄物の適切な処理(n=48)

問9 廃棄物減量・資源循環の取組状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし

2.0

12.2

30.6

12.2

16.3

14.3

12.2

6.1

8.2

73.5

65.3

46.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①生物多様性保全に関する方針の策定(n=49)

②原料の調達等、事業活動における生態系への配慮(n=49)

③事業所敷地等における緑化などの生態系保全の取組(n=49)

問10 生物多様性保全の取組状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし

10.2

18.4

20.4

2.0

4.1

6.1

2.0 

6.1

6.1

85.7

71.4

67.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境保全に関する製品（部品）の製造(n=49)

②環境保全に関する商品・サービス等の販売・提供(n=49)

③環境保全に関する商品・サービス等の情報発信(n=49)

問11 環境ビジネスの取組状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし
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[問 12]環境配慮活動の取組状況について 

・イベント、セミナー、講座等を市と事業者が連携して実施するなど、事業者の環境活動の場を拡

げることが必要です。 

 
[問 13]SDGs*の取組状況及び認識について 

・今後の地球温暖化対策を含め、持続可能な発展に向けた世界的な取組と協調し、地球レベルに視野を

広げて環境問題に取り組んでいくことが必要とされているため、市内事業者への意識啓発を行って

いくことが必要です。 

 
[問 14]環境基本計画で取り組むべき施策について 

・環境施策における事業者等との連携強化について、検討していくこと必要です。 

 
  

14.3

16.3

18.4

18.4

10.2

0 

22.4

28.6

6.1

12.2

6.1

4.1

69.4

71.4

53.1

49.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境に関する広告・広報資料等の積極的な配信(n=49)

②環境に関するイベント、セミナー、講座等の開催(n=49)

③生態系や自然環境の保全活動等への協力(n=49)

④行政、団体、その他企業等と連携した環境活動の実施(n=49)

問12 環境配慮活動の取組状況 実施している 実施を検討している 今後も実施しない 該当なし

10.2  8.2  22.4  59.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問13 SDGsの取組状況及び認識 N = 49

取り組んでいる 内容を知っているが、取り組んでいない 内容はよく知らないが、聞いたことがある 聞いたことがない

33.3

65.3

31.3

20.8

37.5

33.3

37.5

41.7

52.1

22.4

47.9

58.3

43.8

52.1

41.7

47.9

2.1

2.0

6.3

6.3

4.2

2.1

0 

2.1

12.5

10.2

14.6

14.6

14.6

12.5

20.8

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境に関する情報提供(n=48)

②子どもに対する環境教育(n=49)

③市民等に対する環境学習の機会の提供(n=48)

④市民や事業者などによる連携の促進(n=48)

⑤環境配慮設備などの導入費用の補助(n=48)

⑥団体等への環境活動費用の支援(n=48)

⑦市による先進的な環境配慮技術の率先的な導入(n=48)

⑧環境に配慮したまちづくり(n=48)

問14 環境基本計画で取組むべき施策 重要 普通 重要でない わからない
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小学生 

属性 

 

[問１]身のまわりの環境に対して感じること及び大切だと思うことについて 

・重要度が比較的高いものの、満足度が低い項目としては、「海や川、池などの水のきれいさ」とな

っており、今後取り組むべき課題です。 

53.8%
46.2%

性別

N = 481

男
女

31.7

37.6

18.5

36.6

50.3

51.2

26.4

42.4

71.6

59.0

83.6

46.5

29.9

74.5

42.7

62.7

51.2

50.0

49.7

44.5

42.3

55.9

47.6

21.6

36.0

15.0

43.4

60.4

23.2

46.3

5.6

11.2

31.5

13.7

5.2

6.4

17.7

10.0

6.8

5.0

1.5

10.2

9.8

2.3

11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①空気のきれいさ(n=483)

②住んでいるまわりのにおい(n=482)

③海や川、池などの水のきれいさ(n=480)

④住んでいるまわりの静かさ(n=481)

⑤まちなかの植木などの緑の多さ(n=483)

⑥山・海・川などの自然のゆたかさ(n=482)

⑦公園や外で遊べる場所の多さ(n=481)

⑧動物、虫、魚など身近な生き物のゆたかさ(n=481)

⑨ごみを決められた場所にきちんと出している(n=482)

⑩ごみの分別とリサイクルをしている(n=483)

⑪水道の水がいつも利用できる(n=481)

⑫歩いたり自転車に乗ったりするための道がととのっていること(n=482)

⑬電車やバスの利用しやすさ(n=482)

⑭地いきの歴史や文化（お寺・神社・お祭り行事など）を大事にしている(n=482)

⑮環境について勉強できる場所がある(n=482)

問1(感じること) よい ふつう 悪い

92.1

81.0

90.2

60.0

79.2

88.8

57.6

74.2

94.2

90.4

88.5

80.7

59.7

86.3

74.0

7.5

16.0

9.4

36.0

19.3

10.6

39.9

23.3

5.2

9.1

10.4

17.8

36.4

12.3

24.2

0.4

2.9

0.4

4.0

1.5

0.6

2.5

2.5

0.6

0.4

1.0

1.5

4.0

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①空気のきれいさ(n=480)

②住んでいるまわりのにおい(n=480)

③海や川、池などの水のきれいさ(n=479)

④住んでいるまわりの静かさ(n=478)

⑤まちなかの植木などの緑の多さ(n=481)

⑥山・海・川などの自然のゆたかさ(n=481)

⑦公園や外で遊べる場所の多さ(n=479)

⑧動物、虫、魚など身近な生き物のゆたかさ(n=481)

⑨ごみを決められた場所にきちんと出している(n=480)

⑩ごみの分別とリサイクルをしている(n=481)

⑪水道の水がいつも利用できる(n=479)

⑫歩いたり自転車に乗ったりするための道がととのっていること(n=477)

⑬電車やバスの利用しやすさ(n=481)

⑭地いきの歴史や文化（お寺・神社・お祭り行事など）を大事にしている…

⑮環境について勉強できる場所がある(n=480)

問1(大切だと思うこと) たいせつ ふつう たいせつではない
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[問２]あなたにとっての「大切な環境」について 
自然系 

公園 287 件
１ 一の宮公園･海岸 124 件
２ 琴弾公園 44 件
３ 大野原中央公園 38 件
４ 萩の丘公園 30 件
５ 茂木町河川敷公園 15 件
６ びけん公園 ８件
７ まんのう公園 ７件
 その他 21 件

海・海岸・島  163 件
１ 有明浜 89 件
２ 伊吹島 61 件
３ 瀬戸内海 ２件
 その他 11 件

池・ダム  30 件
１ 不動の滝 ８件

２ 
豊稔池・豊稔池遊水公園・
豊稔池堰堤 

６件

五郷ダム ６件
３ 一ノ谷池 ２件
 その他 ８件

川  29 件
１ 柞田川 15 件
２ 財田川 ４件
３ 一ノ谷川 ３件
 その他 ７件

山・島 19 件
１ 稲積山 ７件
２ 琴弾山 ６件
３ 雲辺寺山 ２件
 その他 ４件

 

文化系 
文化・教育・福祉等の施設 118 件

１ 観音寺市総合運動公園 58 件
２ 小学校 30 件
３ 中央図書館 13 件

３ 
観音寺市豊浜総合体育館（す
ぽっシュ TOYOHAMA） 

５件

４ 病院 ４件
 その他 ８件

歴史・伝統文化 101 件
１ 銭形砂絵「寛永通宝」 52 件
２ 生木地蔵 16 件

３ 大野原古墳群 10 件
４ 根上がり松 ９件
５ 銭形祭 ４件

６ 琴弾松原 ３件
７ ちょうさ会館 ３件
 その他 ４件

寺・神社 95 件
１ 雲辺寺 22 件
２ 豊浜八幡神社 19 件

３ 粟井神社 ７件

４ 
賀茂神社 ５件
徳賢寺 ５件

５ 
日枝神社 ４件
若宮神社 ４件
琴弾八幡宮・観音寺 ４件

 その他 25 件
 

・自然と触れ合うことのできる公園や、海岸などへの支持が多数あり、自然資源を大切と考える市民が
多くなっています。豊かな自然環境を引き続き維持・保全していくことが望まれます。 

 
回答数が多かった場所の理由(抜粋) 
一の宮公園･海岸（124 件） 
・海がきれい。キャンプができる。公園で遊ぶところが多い。色んなスポーツができる。 
・友達と遊べる。自然観察ができる。 
・魚釣りやキャンプができる。 

有明浜（89 件） 
・貴重な花やカニの生き物などがいる。ハマゴウやコウボウムギやカニなど、色んな生き物がいるから。
・とても砂浜がきれいだし、自然が豊か。 
・きれいだから残しておきたい。色々珍しい植物があるから。 
観音寺市総合運動公園（58 件） 
・みどりや自然も多く楽しく遊べる。木もあるし、川もあるので、自然がたくさんあるから。 
・運動公園では大人も子供も楽しめるし、季節によって景色が違うから。 
・サッカー、陸上、バスケ、野球、テニスなど色々なスポーツができるからいい場所だと思う。 
銭形砂絵「寛永通宝」（52 件） 
・地域の人達が毎年掃除をしていて、伝統だから。昔からあって今まで大切に守ってきているから。 
・銭形砂絵は観光客も多く、私達も大切にしているから。 
・景色がきれいだし、ごみは一個もない。夜になると緑色で美しい。 
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[問３]日ごろから行っていることについて 

・身の回りの環境活動の実施率は高いものの、地域の環境活動やイベントなどの取組の実施率が低

い傾向があるため、子どもたちが参加できる環境活動などの機会を増やしていくことが必要です。

 
  

60.2

68.3

71.6

71.7

74.5

69.7

68.6

16.1

29.2

10.1

35.0

28.2

23.6

25.6

22.2

24.9

15.7

35.2

41.0

33.3

4.8

3.5

4.8

2.7

3.3

5.4

15.7

48.7

29.8

56.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①部屋の電気やテレビなどは、使わない時はこまめに消している

(n=483)

②手あらい、歯みがき、シャワーなどは、こまめに水を止めるようにし

ている(n=483)

③石けん、シャンプー、せんざいなどを使いすぎないようにしている

(n=483)

④ものは長く使えるようにたいせつに使うようにしている(n=484)

⑤ごみを、もえるごみ、もえないごみ、しげんごみ（あきかん、ペットボ

トル、古新聞など）に、きちんと分別している(n=482)

⑥ペットボトルをなるべく使わず、すいとうを使うようにしている(n=482)

⑦家で花や木を育てている(n=484)

⑧自然観察会や環境に関するイベントに参加している(n=483)

⑨近所のそうじ、美化活動に参加している(n=483)

⑩家族や友達などと環境問題について話し合う(n=484)

問3 行っている 時々行っている 行っていない
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４ 気候変動に関する現状と温室効果ガス削減目標 

区域の特徴 

〈産業〉 

観音寺市の 2015 年の就業者数は 29,406 人となっており、産業 3 区分の就業人口構成比では、

第三次産業が半数以上を占めています。就業者数は減少傾向にあり、特に第一次産業の減少割合

が高くなっています。 

製造品出荷額はやや増加傾向にあり、2014 年の内訳は、「パルプ・紙・紙加工品」が約 34％と

最も多く、次いで食料品が約 19％となっています。 

市内の農家数及び漁業経営体数は減少傾向にあり、2015 年の農家数は 3,067 戸、2013 年の漁

業経営体数は合計 114 経営体となっています。（P.8 参照） 

商業については、2014 年の調査時点で、商店数と従業者数が大きく減少しており、年間商品販

売額も近年減少傾向にあります。 

 

  

出典）総務省「国勢調査」

図 17 産業別就業者数の内訳 

出典）経済産業省「工業統計調査」「経済センサス-活動調査」

図 18 製造品出荷額の推移（従業員４人以上） 

 

  

注）端数処理の関係により、合計が一致しない場合があります。

また、一部の商品分類（家具、ゴム、輸送機械）のデータに関し

て秘匿処理が行われているため、「その他」に含めて計算してい

ます。 

出典）経済産業省「工業統計調査」

図 19 製造品出荷額の内訳 
（2017 年、従業員４人以上） 

注）商業統計調査の結果をもとにしています。商業統計調査は、

1952 年から実施されましたが、一時休止となり、2014 年 7 月に

経済センサスー基礎調査と同時に商業統計調査が実施されま

した。 

出典）経済産業省「商業統計調査」「経済センサス-活動調査」

図 20 商店数、従業者数及び年間商品販売額の推移 

 

  

5,070  4,482  3,564  2,952 
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3.5% 0.2%

31.1%

4.2%

19.2%

3.0%

4.0%

1.3%

0.7%

5.0%

0.5%
5.4%

0.3% 1.3% 食料品
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電子部品
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その他
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〈交通〉 

 ①自動車交通 

観音寺市の自動車保有台数は、2017 年 3 月 31 日現在で合計 53,119 台となっており、そのう

ち軽四輪車が 18,708 台と最も多くを占めています。 

 

 

出典）香川県「香川県統計年鑑」 

図 21 自動車保有台数（2017 年 3 月 31 日現在） 

 

 ②公共交通 

市では 2006 年 10 月からのりあいバス*の運行を開始し、運行日数は年間約 300 日となってい

ます。乗客数は 2013 年度以降やや減少傾向にあり、2017 年度では年間約 64,387 人の乗客数と

なっています。 

JR 観音寺駅の乗降客数は、2008 年頃と比較して、近年はやや減少傾向にあります。 

  

出典）観音寺市地域支援課資料

図 22 のりあいバスの運行状況 

出典）国土交通省「都市計画現況調査」

図 23 観音寺駅（JR 予讃線）の乗降客数の推移 
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〈人口動態〉 

人口は、1990 年の 68,436 人から、2015 年度には 59,409 人に減少しています。世帯あたり人

員も 1990 年の 3.5 人から 2015 年には 2.7 人となっています。世帯数は 2014 年頃までは増加傾

向にありましたが、2015 年に大きく落ち込んでいます。 

今後、総人口はさらに減少していくと予測されています。 

 
注）各年 10 月１日時点の値 

出典）観音寺市「統計かんおんじ」 

図 24 人口・世帯数の推移 

 
出典）観音寺市「第２次観音寺市総合振興計画」 

図 25 将来人口推移 

 

〈再生可能エネルギー導入の状況〉 

2018 年 3 月時点の再生可能エネルギー*の導入件数は約 2,592 件、導入容量は約 59,776kW と

なっています。内訳としては太陽光発電*設備のみとなっており、導入件数は 10kW 未満の発電設

備が約 70％を占め、導入容量は 10kW 以上の発電設備が約 85％を占めています。 

 

注）端数処理の関係により、合計が一致しない場合があります。 

出典）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」

図 26 再生可能エネルギー導入状況（2018 年３月末時点） 
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気候変動に関する動向 

〈国の削減目標〉 

「パリ協定*」を踏まえた国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、「地球温暖

化対策計画」が 2016 年５月に閣議決定されました。 

計画では、温室効果ガス*排出量を 2030 年度に 2013 年度比 26％削減するとの中期目標につい

て、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成への道筋が付けられてい

ます。加えて、長期的目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガス*の排出削減を目指すことを

位置付けています。 

 
【中期目標】 

国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度において、2013 年度比 26.0％減（2005 年

度比 25.4％減）の水準にすることとします。 

 

【長期目標】 

2050 年までに 80％の温室効果ガス*の排出削減を目指します。 

 

〈香川県の削減目標〉 

香川県は「香川県地球温暖化対策推進計画」を 2015 年 12 月に策定し、温室効果ガス*排出削

減目標を以下のとおり定めています。 

 

【香川県地球温暖化対策推進計画】 

平成 32（2020）年度に平成 24（2012）年度比で 12.2％削減し、9,682 千 t-CO2 とします。

 

〈目標設定の考え方〉 

国が平成 27（2015）年７月 17 日に気候変動*枠組条約事務局に提出した新たな削減目標（2030

年度に 2013 年度比 26.0％削減）に即して、設定しています。 

※国の温室効果ガス*排出量の削減（26.0％）が、目標年度に向かって毎年度一定割合で行われる

と仮定した場合、本県の基準年度（2012 年度）から目標年度（2020 年度）までの８年間に相

当する削減率は 12.2％となります。 
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温室効果ガス削減目標 

削減目標の考え方 

○ 削減目標は、香川県が掲げる削減目標の考え方（P.92 参照）に即して設定します。 

○ 進捗管理におけるデータ入手の確実性※1、地域における地球温暖化対策の趣旨※2 を考慮し、

削減目標を設定する温室効果ガス*はエネルギー起源 CO2 に限定します。 

○ 具体的には、国が掲げるエネルギー起源 CO2 排出量の削減（▲25.0％）が、目標年度に向

かって毎年度一定割合で行われる（▲1.47％/年）と仮定し、本市の基準年度（2013 年度）

から目標年度（2027 年度）までの 14 年間に相当する削減率を設定します。 

※1 環境省 web サイトでは、CO2 排出量に限り、観音寺市を含む全国自治体の排出量を毎年度公表し

ている。ただし、非エネルギー起源の CO2 排出量（ごみ焼却に伴う CO2 排出量）については、推

計上の技術的課題によって年度毎の掲載値に大きなばらつきが見られ、進捗管理の対象に含める

には難がある。 
※2 市民や事業者等によるエネルギー対策（省エネ、再エネ）を中心に環境基本計画を推進する考え

方。 

 

観音寺市の削減目標値の試算 

本市におけるエネルギー起源 CO2 の排出量は、表 ３のとおりです。上記の考え方に基づ

き、表 ４に示す国の削減目標を踏まえ、観音寺市の削減目標を試算しました（表 ５）。 

表 ３ 市域の CO2排出量（エネルギー起源 CO2） 

（単位：t-CO2） 
 1990 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

産業部門 252,424 241,402 244,498 296,368 298,288 396,788 378,691 384,482

民生家庭部門 65,306 83,468 76,663 108,143 141,564 150,678 126,247 108,397

民生業務部門 52,136 105,689 82,659 115,611 136,616 136,336 132,371 134,177

運輸部門 138,605 162,768 152,458 148,849 149,226 146,676 143,259 141,259

合計 508,471 593,326 556,278 668,972 725,694 830,479 780,569 768,315

注）端数処理の関係により、排出量の合計値が一致しない場合があります。 

出典）環境省「部門別 CO2 排出量の現況推計」 

 

表 ４ 国の削減目標（エネルギー起源 CO2） 

 削減目標（2013→2030） 毎年度の削減目安 

エネルギー起源 CO2 ▲25.0％ ▲1.47％/年 

出典）環境省「地球温暖化対策計画」（2016 年 5 月閣議決定） 

 

表 ５ 観音寺市の削減目標（エネルギー起源 CO2）の試算結果 

 
基準年度 

（2013 年度） 
14 年間（2013→2027）

の削減目安 
目標年度 

（2027 年度） 

エネルギー起源 CO2 830,479 t-CO2 
▲20.6％ 

(＝▲1.47％/年×14 年) 

659,400 t-CO2 

(＝830,479×(1+▲20.6％))

  ※基準年度のエネルギー起源 CO2 排出量は「部門別 CO2 排出量の現況推計」（環境省）における公表値を使用 
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図 27 温室効果ガス削減目標の設定イメージ 

 
 
〈部門別の削減目安（参考）〉 

国の「地球温暖化対策計画」では、エネルギー起源 CO２について、2030 年度の各部門の排出

量の目安が設定されています。これを用いて 2030 年度における 2013 年度比の削減率を求め

ると、以下のとおり「業務その他部門」「家庭部門」の削減率が約 40％と大きくなっています。 

観音寺市の気候変動*対策についても、家庭や業務における省エネルギー化や再生可能エネル

ギー*の導入などをより一層強化するための施策を展開し、国と同等の削減率を目指していきま

す。 

 

表 ６ 「地球温暖化対策計画」の各部門の CO2排出量の削減目安 

 2005 年度実績
（百万 t-CO2）

2013 年度実績
（百万 t-CO2）

2030 年度の各部門
の排出量の目安 
（百万 t-CO2） 

2013 年度
比削減率 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 25.0％

 産業部門 457 429 401 6.5％※

 業務その他部門 239 279 168 39.8％※

 家庭部門 180 201 122 39.3％※

 運輸部門 240 225 163 27.6％※

 エネルギー転換部門 104 101 73 27.7％※

※2013 年度実績値及び 2030 年度の排出量の目安値を用いて算定。（百万 t-CO2） 

出典）環境省「地球温暖化対策計画」（2016 年 5 月閣議決定） 
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５ 用語集 

 
アルファベット/数字 

■BEMS 

ビルエネルギー管理システム(Building Energy Management System）の略で、ビルの照明や空調設備な

どのエネルギー消費の効率化を図るためのシステムのことです。 

■BOD（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量） 

水中の有機物等が微生物の働きによって分解されるのに要した酸素の量で水の汚れを示した水質の

指標です。数値が大きいほど水は汚れています。 

■CSR 

企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)を意味し、企業は社会的な存在であり、自社の利益

や経済合理性を追求するだけではなく、利害関係者（ステークホルダー）全体の利益を考えて行動する

べきであるとの考え方を指します。 

■COD（Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要求量） 

過マンガン酸カリウムや重クロム酸カリウム等の酸化剤で酸化される有機物等の物質が、水中にど

のくらい含まれるかを、消費される酸化剤の量を酸素の量に換算して示した水の汚れを表す水質の指

標です。数値が大きいほど水は汚れています。 

■HEMS 

住宅用エネルギー管理システム（Home Energy Management System）を意味し、住宅内のエネルギー

消費機器や発電設備を情報ネットワークでつなぎ、各機器の運転を最適な状態に制御して、省エネル

ギーをトータルで実現するための住宅用エネルギー管理システムを指します。 

■IPCC 

国連環境計画（UNEP）及び世界気象機関（WMO）により 1988 年に設立された政府間機関です。地

球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な見地から包括的な評価を政策決定者等に提供してい

ます。 

■ISO 

国際標準化機構（International Organization for Standardization）のことです。ISO14001 は、1996 年

に制定された環境マネジメントシステム規格のことで、PDCA サイクルを回すことによって継続的な環

境改善が図ることを目指すものです。 

■L2-Tech 認証 

エネルギー起源 CO2 の排出削減に最大の効果をもたらす先導的（Leading）な低炭素技術（Low-carbon 

Technology）のことです。国では、2019 年度から、認証制度として、最高効率を有する設備・機器等

について「L2-Tech 認証製品一覧」としてまとめ、情報発信、普及を推進しています。 

■LED 

発光ダイオード（Light Emitting Diode）と呼ばれる半導体素子のことを指します。発光ダイオードを

使用した照明器具は、白熱灯や蛍光灯に比べ、長寿命で電力消費も少ないことが特徴です。 

■PDCA 

計画の策定（Plan）→実施（Do）→点検・評価（Check）→見直し（Action）を繰り返しながら、計画

の継続的な改善を図る進行管理の方法を指します。 

■PM2.5（微小粒子状物質） 

大気中に浮遊している粒径 2.5μm 以下の非常に小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めてき

た浮遊粒子状物質（SPM：10μm 以下の粒子）よりも小さな粒子のことです。PM2.5 は非常に小さいた

め、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。 

発生源は、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発

生する施設、自動車、船舶、航空機等の人の活動に伴うもののほか、自然界由来（土壌、海洋、火山等）

のものがあります。 

■SDGs 

「持続可能な開発目標」と訳されています。2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後

継として、2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記
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載された 2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・

169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓

っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なもので

あり、日本としても積極的に取り組んでいます。 

■TJ 

テラ・ジュールの略号。テラは 10 の 12 乗のことで、ジュールは熱量単位です。 

■ZEB 

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（Net Zero Energy Building）の略で、ビルにおける１次エネルギー

消費量を、省エネ機能の向上や再生可能エネルギーの活用などの創エネにより削減し、年間を通した

１次エネルギー消費量を正味でゼロまたは概ねゼロにするビルを指します。 

■ZEH 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Net Zero Energy House）の略で、住宅における１次エネルギー

消費量を、省エネ機能の向上や再生可能エネルギーの活用などの創エネにより削減し、年間を通した

１次エネルギー消費量を正味でゼロまたは概ねゼロにする住宅を指します。 

■2R 

「リデュース（Reduce：ごみの発生抑制）」と「リユース（Reuse：再使用）」のことです。 

■3R 

「リデュース（Reduce：ごみの発生抑制）」、「リユース（Reuse：再使用）」、「リサイクル（Recycle：

再生利用）」の頭文字を取ったもので、「ごみを出さない」、「１度使って不要になった製品や部品を再び

使う」、「出たごみはリサイクルする」ことを指します。 

 

ア行 

■アイドリングストップ 

自動車が走っていない時にエンジンをかけっぱなしにすること（アイドリング）は、できるだけやめ

ようということです。不必要なアイドリングをやめることで、車の燃料が節約でき、排出ガスも減らす

ことができます。 

■アダプト制度 

市民と行政が協働で進める、新しい「まち美化プログラム」のことであり、道路や河川など一定区画

の公共の場所を養子にみたて、市民が里親となって養子の美化（清掃）を行い、行政がこれを支援する

ことです。 

■ウォームビズ 

地球温暖化防止の一環として、秋冬のオフィスの暖房設定温度を省エネ温度の 20 度にし、暖かい服

装を着用する秋冬のビジネススタイルのことです。 

■雨水浸透枡 

雨水を地下に浸透しやすくする施設のことで、底面に砕石を充填し、集水した雨水をその底面から

地中に浸透させる「ます」のことです。 

■エコアクション 21 

環境省が創設した環境マネジメントシステムの規格のひとつです。ISO14001 の規格を基本としてい

ますが、中小事業者でも取り入れやすいようにするため、システムの構築が ISO14001 より容易なもの

となっています。 

■エコドライブ 

省エネルギー、二酸化炭素（CO2）や大気汚染物質の排出削減のための運転技術を指す概念です。関

係するさまざまな機関がドライバーに呼び掛けています。 

主な内容は、アイドリングストップを励行し、経済速度の順守、急発進や急加速、急ブレーキを控え

ること、適正なタイヤ空気圧の点検などがあげられます。 

■エコ通勤 

自動車に依存した通勤交通は、周辺地域の渋滞問題や地球温暖化など、環境問題をはじめとしたさ

まざまな問題の原因となります。事業所などの社会的責任の観点からも、より望ましい通勤交通のあ

り方を模索していくことが望ましいと言えます。このような背景のもと、各事業所が主体的に、より望

ましい通勤交通のあり方を考える取組です。 

■屋上緑化・壁面緑化 



 

97 

建築物等の屋上などに植物を植えて緑化することを屋上緑化といいます。同じように、建築物等の

外壁を緑化することを壁面緑化といいます。 

緑化によって、大気の浄化、ヒートアイランド現象の緩和、夏季の冷房費の削減等の効果がありま

す。 

■温室効果ガス 

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもたらす気体

の総称です。対流圏オゾン、二酸化炭素、メタン等が該当します。地球温暖化の主な原因とされていま

す。 

 

カ行 

■カーボン・オフセット 

自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち削減が困難な量の全部又は一部を、

ほかの場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合わせる方法を指します。 

■外来種 

過去あるいは現在の自然分布域外に人為的（意図的又は非意図的）に導入された生物種を指します。

外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼びます。 

■環境基準 

環境基本法により国が定めているもので、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持さ

れることが望ましい」とされている基準のことです。大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音の

4 つについて基準が定められています。 

■環境マネジメントシステム 

事業者が環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これ

らの達成に向けて継続的に改善していくための仕組みのことです。EMS（Environmental Management 

System）ともいい、ISO14001 やエコアクション 21 等があります。 

■気候変動 

気候変動枠組条約では、地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の

変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものと

定義されています。 

■クールシェア 

夏の暑い時期に、１人１台のエアコンをやめ、涼しい場所をみんなでシェア（共有）することです。

家族で１つの部屋で過ごす、図書館や商業施設で涼む、あるいは自然が多い涼しいところに行くこと

で夏を快適に乗り切り、エネルギー消費を減らす取組です。 

■クールチョイス 

2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減するという目標達成のために、日本

の省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国

民運動のことです。 

■クールビズ 

地球温暖化防止の一環として、夏のオフィスの冷房設定温度を省エネ温度の 28 度にし、それに応じ

た軽装化する夏のビジネススタイルのことです。 

■クリーンエネルギー自動車 

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車等の、二

酸化炭素（CO2）排出量の少ない車両のこと。 

■グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少

ないものを選んで購入することです。 

消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷

の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。  

■グリーンツーリズム 

グリーンツーリズムとは、「農山漁村などに長く滞在し、農林漁業体験やその地域の自然や文化に触

れ、地元の人々との交流を楽しむ旅」という意味です。長期バカンスを楽しむことの多いヨーロッパ諸

国で普及した旅のスタイルで、日本でも最近“新しい旅のカタチ”として関心を集めています。ひとつ
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の場所に長く滞在し、様々な田舎暮らし体験をする。当然、単なる観光旅行とは異なり、手に入れる感

動もより深く、大きなものになるのがグリーンツーリズムの大きな魅力です。 

■景観行政団体 

景観行政団体とは、景観計画の策定等、良好な景観形成のための具体的な施策を実施する団体で、政

令指定都市、中核市は自動的に、その他の市町村は、県と協議し、その同意を得れば景観行政団体とな

ることができます。 

■光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、太陽光線によって複雑な光化学反応を起こしてつくられるオゾ

ン等の酸化性物質の総称です。光化学オキシダントによる大気汚染は光化学スモッグといわれ、目が

チカチカするといった人体的影響のほか、植物の葉の組織を破壊するなどの影響が指摘されています。 

■高効率給湯器 

高効率給湯器とは、エネルギーの消費効率に優れた給湯器のことです。これらを利用することで、省

エネや地球温暖化の主な原因となっている二酸化炭素（CO2）を減らすことができ、地球環境保全への

貢献に役立ちます。 

■降下ばいじん 

降下ばいじんとは、大気中に排出されたばいじん（燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使

用に伴い発生するすすや固体粒子）や風により地表から舞い上がった粉じん（物の破壊、選別等の機械

的処理又は鉱石や土砂の推積に伴い発生し、又は飛散する物質）等のうち、比較的粒径が大きく重いた

めに大気中で浮かんでいられずに落下（降下）するもの、あるいは雨や雪などに取り込まれて降下する

もののことです。 

■小型家電 

デジタルカメラやゲーム機等の小型電子機器等のことです。 

■固定価格買取制度 

Feed-in Tariffs（FIT）とも呼ばれる、エネルギーの買取価格（タリフ）を法律で定める方式の助成制

度です。主に再生可能エネルギーの普及拡大と価格低減の目的で用いられます。 

■のりあいバス（コミュニティバス） 

市などの自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路線バスのことです。観音寺市では、

のりあいバスという名称で６路線（１市内循環線、２外循環線、３粟井姫浜線、４五郷高室線、５箕浦

観音寺線、６伊吹線）を運行しています。 

 

サ行 

■再資源化（リサイクル） 

ごみを原料として再利用することです。具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみなどを

回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うことを指します。 

■再使用 

一度使用して不要になったものをそのままの形でもう一度使うことです。具体的には、不要になっ

たがまだ使えるものを他者に譲ったり売ったりして再び使う場合や、生産者や販売者が使用済み製品、

部品、容器などを回収して修理したり洗浄してから、再び製品や部品、容器などとして使う場合があり

ます。 

■再生可能エネルギー 

太陽光や太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、一度利用しても比較的短期間に再生が可能で

あり、資源が枯渇しないエネルギーを指します。石油、石炭などの化石燃料と異なり、発電時や熱利用

時に二酸化炭素（CO2）をほとんど排出しません。 

■里海 

人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域のことです。里海は、古く

から水産・流通をはじめ、文化と交流を支えてきた大切な海域です。高い生物生産性と生物多様性が求

められるとともに、人と自然の領域の中間点にあるエリアでもあり、陸地でいう里山と同じく人と自

然が共生する場所でもあります。 

■里地里山 

原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため

池、草原などで構成される地域で、農林業などに伴うさまざま人間の働きかけを通じて環境が形成・維
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持されてきました。里地里山は、特有の生物の生息・生育環境として、また、食料や木材など自然資源

の供給、良好な景観、文化の伝承の観点からも重要な地域です。 

■次世代自動車 

燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動

車等を指し、ガソリンなど化石燃料の使用をゼロまたは大幅に減らして環境負荷を和らげる自動車で

す。 

■持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

「持続可能な開発目標」(SDGs)を中核とする 2016 年から 2030 年までの国際社会共通の目標で、

2015 年の国連総会で採択されました。ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）と

は異なり、先進国を含む全ての国に適用される普遍性が最大の特徴です。 

■遮熱性舗装 

太陽エネルギーの約 50％を占めるといわれる近赤外線を効率的に反射する舗装を指します。路面温

度の上昇を抑制し、舗装体への蓄熱を減らすことでヒートアイランド現象の緩和に資するものです。 

■集団回収 

自治会や PTA、集合住宅などのグループで、回収の場所・日時を決めて、家庭から出る資源を持ち

寄り、資源回収業者に引き渡す自主的なリサイクル活動のことです。 

■循環型社会 

3R（リデュース・リユース・リサイクル）の徹底により実現される、天然資源の消費を抑制し、環境

への負荷が出来る限り低減される社会を指します。 

■水質環境基準 

環境基本法に基づくもので、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準と

して定められたものです。人の健康の保護に関する環境基準 （健康項目）と、生活環境の保全に関す

る環境基準（生活環境項目）が別々に定められており、健康項目では、26 項目にわたり基準値及び測

定方法が決められています。生活環境項目では、利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ご

とに基準値を定めるにとどめ、都道府県知事が具体的な個々の水域の類型を決定する仕組みを取って

います 

■ストックマネジメント 

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったうえで、

施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することです。 

■生態系 

ある地域に生息・生育する全ての生物とこれに相互に作用し合う非生物的環境をひとまとめにし、

一つの機能系（システム）とみなしたものです。地球上の生物は全てこのシステムの構成員であり、太

陽光を使って無機物から有機物をつくる生産者（植物）、それを食べる消費者、死体や排泄物を分解す

る分解者が食物連鎖（食物網）を構成し、エネルギーの流れ、物質循環が起こっています。さらに気象、

地形などもシステムの構成要素であり、自然界のバランスが維持されています。 

 

タ行 

■ダイオキシン類 

塩素化合物の一種で、主に塩素を含んだものが燃えるとき、特に不完全燃焼のときや、化学物質の製

造過程における副生物や不純物として非意図的に生成される有害な化合物のことです。ダイオキシン

類対策特別措置法に基づき、対策が進められています。 

■太陽光発電 

自然エネルギーを利用した発電方式のうち、太陽光を利用した発電方式のことです。光を電気信号

に変換する光電素子を利用し、太陽光が当たったとき発生する電力をエネルギー源として使用できる

ようにしたものです。 

太陽光発電は、太陽エネルギーを電力に変換するため、汎用性が高く、また、太陽光さえ得られれば

どこでも発電できるというメリットがあります。 

■地域移輸出入収支額 

地域経済分析において用いられる指標で、域外へ販売している額（輸出額）と域外から購入している

金額（輸入額）との差のことです。農業、製造業、観光業等のように、域外に主な市場を持ち域外に対

し財・サービスを販売できる基盤産業を持つ地域は、移輸出入収支額（＝移輸出－移輸入）がプラスと
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なります。 

■地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法） 

1997 年の京都議定書の採択を受けて、1998 年に策定・公布された法律のことです。 

国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたも

のであり、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動による温室効果ガスの排出の抑制

等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るものです。 

■低炭素 

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を削減するため、その主な排出源である化石エネル

ギーへの依存を低減した状態のことを言います。 

■適応策 

「緩和策」と呼ばれる、温室効果ガスの排出量を減らす努力などに加えて、緩和を実施しても気候変

動の影響が避けられない場合、その影響に対処し、被害を回避・軽減していくための対策を指します。 

具体例としては、沿岸防護のための堤防や防波堤の構築、水利用の高効率化、土壌の栄養素の改善、

伝染病の予防などがあげられます。 

■電気自動車 

電気エネルギーで走行する自動車のことです。走行中にまったく排気ガスを出さず、騒音も少ない

ことが特徴です。 

■特定外来生物 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）に基づき、外来生物（国

外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすお

それがあるものの中から指定されます。 

■土壌汚染 

土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油等の物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含

まれている状態のことです。土壌へ混入した原因は、人為・自然を問いません。典型七公害の一つで

す。 

■トップランナー基準 

電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に出ている機器の中で最高の効率

のレベルに設定することをトップランナー方式と呼び、日本では 1998 年に改正された「エネルギーの

使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」の中で、特に民生・運輸部門の省エネルギー対策として導

入されました。機器等の省エネルギー性能の向上を促すための目標基準をトップランナー基準と言い

ます。 

 

ナ行 

■二酸化硫黄 

不純物として石炭中に最大 2.5％程度、原油中に最大３％程度含まれる硫黄の酸化によって、石炭や

石油等の燃焼時に発生します。また鉄鉱石、銅鉱石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精錬工程からも

排出されます。 

■二次林 

伐採や風水害、山火事などにより森林が破壊された跡に、土中に残った種子や植物体の生長などに

より成立した森林のことです。 

溶岩など土壌のない地盤に森林が成立していく過程と違って、土壌が存在する場合には、初めから

カンバ類やマツ類などの陽性の樹木が成長し、長い年月をかけて、やがて陰性の樹木に置き換わり安

定した森林（極相）となります。このような遷移を二次遷移と呼び、二次遷移の途中にある森林を主に

二次林と呼びます。 

■燃料電池 

電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電力を取り出す（＝発電する）電池のことをいい

ます。燃料には方式によって、水素、炭化水素、アルコールなどが用いられています。 

 

ハ行 

■排出係数 

電力やガスなどのエネルギーの使用によって排出される温室効果ガスの量を各エネルギーの使用量
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から算出するための換算値のことです。 

■パークアンドライド 

最寄りの駅やバスターミナルなどの交通結節点まではマイカーを使い、駐車場に駐車(パーク)して、

電車やバスなどの公共交通手段に乗り換え(ライド)、目的地まで移動するという交通システムのことで

す。 

■ハザードマップ 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものです。予測される災害の発生地点、被

害の拡大範囲及び被害程度、さらには避難経路、避難場所等の情報が既存の地図上に図示されていま

す。 

■発生抑制 

ごみになるものを「作らない」「売らない」「買わない」などによりごみの発生そのものを抑制するこ

とを指します。 

■パリ協定 

フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で採択された、

2020 年以降の新しい地球温暖化対策の国際的枠組みのことで、2016 年 11 月に発効しました。「世界

の平均気温上昇を 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標が打ち

出されています。 

■浮遊粒子状物質 

大気中に浮遊している粒子状物質（PM）のことで、代表的な「大気汚染物質」のひとつです。日本

の環境基準の測定の対象になるものの定義としては、粒径 10μm 以下のものとされています。発生源

は工場のばい煙、自動車排気ガス等の人の活動に伴うもののほか、自然界由来（海塩の飛散、火山森林

火災等）のものがあります。 

 

マ行 

■緑のカーテン 

アサガオやヘチマなどツル性の植物で建物の窓や壁を覆うものです。夏季の強い日差しを和らげる

ことなどにより、冷房費の削減等の効果があります。 
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